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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）      番号：街－１

事業の名称
東京都市計画道路 

放射第２３号線（北沢） 
実施主体 東京都 評価該当要件

5年間継続 

(再々々々評価）

事業所管部署 道路建設部  街路課

都市計画決定（当初）   昭和２１年  ３ 月 

都市計画変更（最新）       年     月

事業認可年度（当初）      平成 ３年度 

事業認可年度（最新）      平成２５年度

事業箇所 世田谷区北沢四丁目から同区北沢五丁目 評価対象区間延長  ５９５ ｍ

事業期間 平成 ３年 ６月 ～ 平成３１年 ３月

事業目的

放射第２３号線は、港区北青山三丁目を起点とし、渋谷区及び世田谷区を経て杉並区松庵二丁目に至

る延長約１２ｋｍ、標準幅員２５ｍの都市計画道路である。 

 本事業はこのうち、世田谷区北沢四丁目から五丁目までの延長５９５ｍの区間について道路拡幅整備

を行うものであり、都市の骨格を形成する幹線道路として、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼

遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除等を目的に整備を進めている。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費       12,447   百万円          1,034   百万円         13,481   百万円

執行済額 

（執行率） 

平成27年度末

      12,422   百万円 

     （   99 ％） 

          827   百万円 

      （   79  ％） 

      13,240   百万円 

      （   98 ％）

用地取得率 

平成27年度末

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

     9425 ㎡      9382 ㎡ 99 ％

事業の必要性等に関する視点（Ｉ）

 事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率  用地は約９９％が取得済みである。工事については７９％進んでいる。 

○残事業  用地未取得箇所は約１％である。残る未取得用地の早期更地化を目指し、折衝を進めている。工事に

ついても完成に向けて進めている。 

○その他  特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

 本事業区間は、用地取得及び工事施行時に、高低差の処理方法について、関係権利者との調整に時間を要した。

○地元の理解・協力の状況 

 本事業に関する理解は概ね得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自動車交通量（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

 平成１７年度：１５，５８１台 （渋谷区上原1丁目2番） 

 平成２２年度：１４，３００台 （渋谷区大山町17-23） 

 ○本路線の交通量は、平成１７年度からほとんど変化していない。交通渋滞の緩和に資する道路 

ネットワークの構築を進めるためにも、本路線の整備が必要である。 

２．関連計画の変更（○有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

『防災都市づくり推進計画』（平成16年3月策定、平成28年3月改定）【整備地域の指定（北沢地区）】：地域危険

度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど、震災時に大きな被害が想定される地域として選定さ

れた。また、『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）における政策指針として、「陸・海・空の広域的な交

通・物流ネットワークの形成」が示され、放射第２３号線（北沢）等の骨格幹線道路の整備が、平成３６年度まで

概ね完成することになっている。 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）      番号：街－１

事業の名称 東京都市計画道路放射第２３号線（北沢） 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

なし

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

「東京都市計画道路補助第26号線（東北沢）」が平成18年度に事業化し、現在、用地取得を進めている。また、「

小田急電鉄小田原線（世田谷区代田三丁目～渋谷区上原三丁目）」は平成15年度に連続立体交差事業として事業化

され、平成２４年度に地下化された。現在は、平成３０年度事業完了に向けて、工事が進められている。当該路線

は骨格幹線道路として、地区内の道路ネットワークを構築する上で重要な路線である。 

また、環状７号との交差点から杉並区和泉二丁目の約１.０ｋｍは、区部における都市計画道路の第三次事業計画優

先整備路線であり、平成２７年度１２月に認可を取得している。残る、０.３ｋｍは、第四次事業優先整備路線とし

て平成３７年度まで優先的に整備する路線に位置づけられている。

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約１２．０㎞ 

 事業中区間延長：約２．０㎞、未着手区間：約４．０㎞ 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

 ① 交通渋滞の解消、② 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、⑫  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、15  災害時の避難路の確保、⑯  消防活動困難地域の解消、17  その他（       ） 

（主な内容） 

 ・本路線は、区部の骨格となる重要な路線である。 

 ・自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道の

拡幅及び電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝   １．５６                               （前回再評価時 Ｂ／Ｃ＝ １．６３     ）

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ２９９．７億円 

 走行便益       ４２．４億円 

 事故損失益      ２４．１億円 

 現在価値化総便益額 ３６６．２億円 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２３年度基準） 

  事 業 費   ２３０．５億円 

  維持管理費     ３．１億円 

  総   額   ２３３．５億円 

評
価
と
理
由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

  Ａ 
用地は、約９９％が取得済であり、四車線化工事に支障となる用地の更地

化も完了したため着実に工事を進める。

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

  Ａ 
『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）においても重要な路線に位置付

けられ、事業の必要性が高まっている。

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）      番号：街－１

事業の名称 東京都市計画道路放射第２３号線（北沢） 

評
価
と
理
由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

   Ａ 

骨格幹線道路である本事業の整備により、自動車交通の分散による交通渋

滞の緩和、災害時の避難路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道

の拡幅と電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保など、十分

な効果が発揮できる。

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点（Ⅱ）

評 価 当該評価を付した理由

 Ａ 
用地については、約９９％が取得済である。 

工事についても、平成２８年度から全線四車線化に向けた工事に着手していく。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（Ⅲ）

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

 ○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 一般的な街路築造工事であるため、施工にあたっては新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 一般的な街路築造工事であるため、今後、事業手法や施設規模等を見直す余地は極めて少ない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施行にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）（Ⅰ）

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除など

 、十分な整備効果が発揮できることから、事業を継続するべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）（Ⅱ）

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  すでに約９９％もの用地を取得しており、今後、工事の着実な進捗が見込まれることから、継続すべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）（Ⅲ）

 見直しの必要の有無（ 無） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト削減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本路線は、都市の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延

焼遮断帯としての地域の防災性の向上、生活道路からの通過交通の排除などの整備効果がある。 

 中止の場合は、上記の整備効果を発現出来ないことだけではなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくなる

。以上のことから、事業者としての本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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前回再々々評価と今回再々々々評価の比較 番号 街－１ 

事業の名称
東京都市計画道路第２３号線（北沢）

前回再々々評価時 今回再々々々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再々々評価時 今回再々々々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 平成25年度 

事業完了予定 

平成30年度 

事業完了予定 

用地取得及び工事施行時に、高低差の処理方法に

ついて、関係権利者との調整に時間を要したこと

に伴い、事業期間を延伸する予定である。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

13,383 

12,449 

 934

13,481 

12,447 

1,034

用地費及び工事費の精査により増額となっ

ている。 

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

13,007(97) 

12,216(98) 

791(85)

13,240(98) 

12,422(99) 

827(79)

用地は約９９％取得した。工事についても順

調に進んでいる。 
コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

実施済みの方策を今後

の工事にも活用する。

また、当該事業を休止

して検討されるべき程

度の代替案は現時点に

おいてはない。 

実施済みの方策を今

後の工事にも活用す

る。また、当該事業を

休止して検討される

べき程度の代替案は

現時点においてはな

い。 

一般的な街路築造工事であるため、施工に当たっ

て新工法の採用や、事業手法、施設規模等を見直

す余地は極めて少ない。 
用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

9,425 

9,201 

98

9,425 

9,382 

99

用地は約９９％取得した。 

事業期間
平成 ３年～ 

平成２５年

平成 ３年～ 

平成２８年
事業認可延伸による。 

総合評価 

交通渋滞の緩和や都市

の防災性向上に大きく

寄与するものであり、

事業中止した場合、期

待通りの効果発現がな

い。

交通渋滞の緩和や都

市の防災性向上に大

きく寄与するもので

あり、事業中止した場

合、期待通りの効果発

現がない。

（継続・中止）

本路線は、都市の骨格となる重要な幹線道路であ

り、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、災害

時の避難道路や延焼遮断帯としての地域の防災性

向上、生活道路からの通過交通の排除などの整備

効果がある。中止した場合は、この整備効果を発

現できないだけでなく、これまでの投資に見合っ

た効果も得られなくなる。

事業規模等
Ｌ＝５９５ｍ 

標準２５ｍ 

Ｌ＝５９５ｍ 

標準２５ｍ 
変更なし。 

（その他）

評価主体のコメント 用地取得は約９９％と順調に進み、工事についても早期完成に向け鋭意進めている状況である。隣

接区間の事業もほぼ完成に近づき、事業の必要性は十分認められることから、事業を継続すべきと

考える。 

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
前回再々々評価時 今回再々々々評価 前回と今回の比較

本路線は、都市の骨格

を形成する幹線道路で

あり、交通渋滞の緩和

、災害時の避難道路や

延焼遮断帯としての地

域の防災性向上、生活

道路からの通過交通の

排除等が図られる。

本路線は、都市の骨格

を形成する幹線道路で

あり、交通渋滞の緩和

、災害時の避難道路や

延焼遮断帯としての地

域の防災性向上、生活

道路からの通過交通の

排除等が図られる。 

当該路線の現況交通量は周辺道路の整備も

進み、都市の骨格幹線道路としての役割がよ

り高まっている。 
前回付議時の委員会の

指摘事項等 特になし 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） 
1.63 1.56  

前回再々々評価年度 平成 ２３年度 付議委員会 平成２３年度 第１回事業評価委員会
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）番号： 街－２    

事業の名称 東京都市計画道路補助第７４号線 実施主体 東京都 評価該当要件
5年間継続 

(再々々々評価)

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初）   昭和２１年 ４月 

都市計画変更（最新）       年   月

事業認可年度（当初）平成５年度 

事業認可年度（最新）平成２７年度

事業箇所 新宿区高田馬場四丁目から大久保三丁目 評価対象区間延長 ６５０ｍ

事業期間 平成 ５年 ４月～平成３３年 ３月

事業目的

 補助第７４号線は、千代田区九段北二丁目（田安門交差点）から杉並区上井草四丁目（井草八幡前交

差点）にいたる延長約１５ｋｍの都市計画道路であり、地域生活を支える基幹的な地域幹線道路として

防災性の向上、交通渋滞の解消と地域開発の促進等を目的に整備を進めている。 

 本対象区間は、新宿区高田馬場四丁目から大久保三丁目のＪＲ山手線・埼京線および西武新宿線との

立体交差部を含む約６５０ｍの区間であり、６ｍの現道を２８ｍに拡幅整備するものである。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費 ６，６７８百万円 １０，６４４百万円 １７，３２２百万円

執行済額 

（執行率） 

平成２７年度末

     ６，６０１百万円 

      （  ９９％）

       ６，７１１百万円 

      （ ６３％）

     １３，３１２百万円 

        （ ７７％）

用地取得率 

平成２８年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

   ６，０４７㎡     ５，９８３㎡ ９９％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 

 用地は、約９９％が取得済みである。工事も鉄道立体交差部については、平成２７年度にＪＲ東日本および西武

鉄道の直下のトンネル工事が完了した。平成２７年度末での工事進捗率は、６３％である。 

○残事業 

 用地未取得箇所は約１％であり、側道部に掛かる土地２区画を残すのみである。また、工事については、完成に

向けて進めている。 

○その他 特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

  用地取得において境界未画定により用地買収に着手できないことに加えて、鉄道交差部の委託工事に時間を要

した。また、鉄道交差部付近の地先住民との高低差折衝や鉄道との近接施工協議などに時間を要している。 

○地元の理解・協力の状況 

  事業に関する理解は概ね得られている。

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自動車交通量（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

 平成１７年度：２５，７００台 （新宿区高田馬場1-1） 

 平成２２年度：２４，７７４台 （新宿区高田馬場1-1） 

 ○本路線に近接する路線の交通量は、平成１７年度からほとんど変化していない。交通渋滞の緩和に資する道路

ネットワークの構築を進めるためにも、本路線の整備が必要である。 

２．関連計画の変更（○有・無）
「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

 ・『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）における政策指針として、「陸・海・空の広域的な交通・物流

ネットワークの形成」が示され、補助第７４号線等の地域幹線道路等の整備を推進している。 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）番号： 街－２    

事業の名称 東京都市計画道路補助第７４号線 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

 本路線に接する新宿区百人町三・四丁目地区において都営戸山団地が整備された。また、新宿区大久保三丁目に

おいて、住友不動産が大規模再開発（２６階建てのマンション１棟と３７階建てのオフィス・賃貸住宅・多目的ホ

ールの複合ビル１棟、２階建ての店舗・保育所１棟）を行なった。 

地下鉄１３号線整備に伴い、本路線と環状第５の１号線交差点直下に地下鉄の新駅（西早稲田駅）が平成２０年

６月に開設された。 

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

百人町三・四丁目地区の都営戸山団地は、平成２０年度に完了した。また、大久保三丁目の大規模再開発は、平

成２２年度に工事着手し、平成２７年度末に完了した。 

本路線に交差する補助第７２号線（補74～補71の間）は、平成２３年度に開通した。

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約１４．７ｋｍ 

事業中区間延長：約１．６㎞、未着手区間：約６．５㎞

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

 １．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、② 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、⑫  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、⑭  自転車や歩行者の

ための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（         ）

（主な内容） 

・ 自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯として地域の防災性向上、歩道設置

による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝ １．５８                            （前回再評価時 Ｂ／Ｃ＝ １．６５     ） 

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ３５３．７億円 

 走行便益       ３２．０億円 

 事故損失益       ８．１億円 

 現在価値化総便益額 ３９３．７億円 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２８年度基準） 

  事 業 費   ２４５．２億円 

  維持管理費     ３．４億円 

  総   額   ２４８．６億円 

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ 用地は、約９９％が取得済みであり、着実に工事を進めている。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 
周辺では、住宅市街地整備総合支援事業による住宅整備や大規模再開発が完了

した。また、付近では、地下鉄が新たに整備された。これらのことにより、交

通量の増加が見込まれており、事業の必要性は、高まっている。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）番号： 街－２    

事業の名称 東京都市計画道路補助第７４号線 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 

並行する早稲田通りおよび大久保通りの慢性的な交通渋滞の緩和、広域避難

場所への避難道路や延焼遮断帯としての防災機能の強化、歩道の拡幅と電線

類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保など多面的に事業の効果を

発揮できる。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 
整備について地元住民の了解を得られていることから、順調に事業を進めることが可能である。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 鉄道直下のボックスカルバート工事や鉄道交差部より東側区間のトンネルは既に完成していることから、新工法

を採用する余地はない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 工事も進捗していることから、事業手法、施設規模等を見直す可能性はない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

  施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行なっている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  交通渋滞の緩和、地域の防災性向上、安全で快適な歩行者空間の確保など、十分な整備効果が発揮できることから

 事業を継続すべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  すでに約９９％もの用地を取得しており、今後、工事の着実な進捗が見込まれることから、継続すべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ) 

 見直しの必要の有無（ 無 ） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト縮減は図るが、代替案は、作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本評価対象区間は、車の交通量が多いにもかかわらず、現道が狭いため、周辺道路の交通渋滞の一因になっていると

ともに、歩行者にとっても危険な状態である。また、百人町三・四丁目地区の住宅整備も完了し、大規模再開発も進め

られていることから、本路線の利用者が更に多くなることが見込まれる。 

これらのことから、本路線の事業効果は非常に高く、事業者の対応方針としては、「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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前回再々々評価と今回再々々々評価の比較 番号 街－２ 

事業の名称  東京都市計画道路補助第７４号線  前回再々々評価時 今回再々々々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再々々評価時 今回再々々々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 

平成２７年度 

事業完了予定 

平成３２年度 

事業完了予定 

鉄道交差部の委託工事、鉄道交差部付近の地先

住民との高低差折衝や鉄道との近接施工協議など

に時間を要し、工程調整を行なった結果、事業期

間を延伸した。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

１７，０４０ 

用  ６，７３０ 

工 １０，３１０

１７，３２２ 

用  ６，６７８ 

工 １０，６４４

工事費の精査により、増額となっている。

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

１２，８６５（75%） 

用 ６，６００（98%） 

工 ６，２６５（61%）

１３，３１２（77%） 

用 ６，６０１（98%） 

工 ６，７１１（63%）

用地は約９９％を取得した。工事について

も順調に進捗している。 

用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

６，０４７ 

５，９８３ 

９９％

６，０４７ 

５，９８３ 

９９％

用地は約９９％を取得した。

コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

建設発生土の再利用

等、コスト縮減に努め

ている。すでに工事も

進捗していることから

、事業手法、施設規模

等を見直す可能性はな

い。 

建設発生土の再利

用等、コスト縮減に努

めている。すでに工事

も進捗していること

から、事業手法、施設

規模等を見直す可能

性はない。 

 日々の事業執行において、コスト縮減に努めて

いる。新工法の採用や、施設規模等を見直す代替

案立案等の可能性はない。 

事業期間
平成５年～ 

平成２７年

平成５年～ 

平成３３年
事業認可の延伸による。 

事業規模等 延長 ６５０ｍ 延長 ６５０ｍ 変化なし。 

総合評価 

 市街地整備総合支援

事業の完成に加え、大

規模再開発も進められ

ており、本事業の必要

性は、より高まってい

ることから事業の継続

が必要。 

 市街地整備総合支

援事業や大規模再開

発も完成しており、本

事業の必要性は、より

高まっていることか

ら事業の継続が必要。

（継続・中止）

本路線の必要性は、より高まっているとともに

、交通渋滞の緩和、防災機能の確保、歩行者の安

全性の向上など事業効果が高いことから、事業の

継続が必要である。 

（その他）

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
今回再々々評価 今回再々々々評価 前回と今回の比較

・事業の順調さ 

・事業を取り巻く状況の

変化 

・事業の効果

①用地は99％取得済、

工事は61％執行済。 

②地下鉄13号線の開通

、環５の１や住宅の

整備、大規模再開発

により、重要性が高

まっている。 

③交通渋滞の緩和、広

域避難場所への避難

経路や延焼遮断帯な

ど防災機能の強化、

歩行者の安全性向上

など。

①用地は99％取得済、

工事は63％執行済。 

②地下鉄13号線の開通

、補72の開通や、大

規模再開発も完成し

ており、重要性が高

まっている。 

③交通渋滞の緩和、広

域避難場所への避難

経路や延焼遮断帯な

ど防災機能の強化、

歩行者の安全性向上

など。

路線の必要性は、より高まっている。

評価主体のコメント 

用地は、約９９％取得済であり、工事も着実に進捗している。鉄道立体交差部については、平成

２７年度にＪＲ東日本および西武鉄道の直下のトンネル工事が完了した。現在は、暫定２車線およ

び仮歩道で供用しており、１日も早い完成が求められている。また、鉄道交差部前後の構造物築造

工事および街路築造工事も進めており、平成３２年度末には完成の予定であることから事業を継続

する必要がある。 

前回付議時の委員会の

指摘事項等 
特になし。 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） １．６５ １．５８  
前回再々々評価年度 平成２３年度 付議委員会 平成２３年度 第１回事業評価委員会
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）      番号：街－３

事業の名称
東京都市計画道路 

放射第９号線 
実施主体 東京都 評価該当要件

５年間継続 

（再々々評価）

事業所管部署 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年    ３月 

都市計画変更（最新）     年     月

事業認可年度（当初）    平成１０年度 

事業認可年度（最新）    平成２５年度

事業箇所 豊島区巣鴨三丁目～豊島区巣鴨五丁目 評価対象区間延長   ４６５ｍ

事業期間 平成１１年 ３月 ～ 平成３２年 ３月

事業目的

本路線は、千代田区大手町一丁目から板橋区舟渡三丁目に至る、計画延長 L=14.9km の

放射線道路であり、放射方向の周辺都市から都心部へ集中する交通需要に対し、環状線とのネット

ワークにより交通渋滞を解消する骨格となる路線である。また、本路線は、中仙道(国道 17 号)と

呼ばれており、緊急輸送道路に位置づけられている幹線道路である。 

 当該区間については、道路幅員を２３ｍから４０ｍに拡幅するが、JR 山手線巣鴨駅や高

岩寺（とげぬき地蔵）、巣鴨地蔵通商店街と近接しており、歩行者が多いため、歩行者や

自転車の空間を確保し、渋滞解消と合わせ通行者の安全性・利便性の向上を図る。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費        6,875  百万円           1,426    百万円         8,301   百万円

執行済額 

（執行率） 

平成２７年度末

       5,712   百万円 

     （  83,0   ％）

        264    百万円 

     （  18,5   ％） 

       5,976   百万円 

     （  71,9   ％） 

用地取得率 

平成２７年度末

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

4,962 ㎡ 4,264 ㎡ 86％

事業の必要性等に関する視点（Ｉ）

 事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 用地は約８６％取得済みである。工事については約１８．５％進んでいる。 

○残事業 用地未取得箇所は約１４％である。残る未取得用地の早期更地化を目指し、折衝を進めている。残る未

取得用地については、平成２９年度更地化を目指して折衝を進めている。工事は、排水管及び電線共同

溝設置工事を施工中であり、引き続き街築工事を進めていく 

○その他 特になし。 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

平成１１年度から用地買収に入ったが、寺院の一部施設の移転先選定が難航し、用地折衝に時間を要している。

更に、豊島区区議会で、地元住民から交差点に関する請願が提出されて採択を受け、調整に時間を要している。

○地元の理解・協力の状況 

 当地域では、地元住民等が中心となり構成された「巣鴨地区まちづくり協議会」が発足されている。本事業の 

整備形態等についても、協議会を通じて地元意見を収集し、整備計画の参考にしている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自転車交通量（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

 平成１１年度：２７，２８１台 （豊島区巣鴨3-36）  ○本路線の交通量は年度によって増減しているが、交

平成１７年度：３２，２００台 （豊島区巣鴨3-36）   通渋滞の緩和に資する道路ネットワークの構築を進

 平成２２年度：２５，９７３台 （豊島区巣鴨1-21）   めるためにも、本路線の整備が必要である。 

２．関連計画の変更（○有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）における政策指針として、「陸・海・空の広域的な交通・物流ネッ

トワークの形成」が示され、放射第９号線（Ⅲ期）等の骨格幹線道路の整備が、平成３６年度まで概ね完成するこ

とになっている。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）      番号：街－３

事業の名称 東京都市計画道路放射第９号線 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

・民間企業によるマンション建築等、放射第９号線の整備に合わせ沿道開発されている。  

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

・巣鴨地蔵通りにおいて、巣鴨地蔵通り四丁目地区地区計画が策定され、地区特有の歴史や文化を活かした魅力あ

る商業環境と住環境が調和した市街地形成を目的に、整備計画が策定されている。 

・巣鴨地蔵通りにおいて「巣鴨地区無電柱化プロジェクト推進協議会」が設立され、無電柱化が推進されている。

・染井霊園周辺地区では、区の再開発促進地区に指定され、建築物の不燃化促進等、避難場所の防災性向上や、都

市型住宅の供給、公共施設の整備など災害に強くうるおいのあるまちづくり計画が策定されている。 

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

 路線延長 約１９．９㎞ 

  事業中区間延長：約９．５㎞ 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、② 物資流動円滑化への寄与、③ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、６ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、⑫  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（       ） 

（主な内容） 

・本路線は、区部の骨格となる重要な路線である。 

 ・自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道 

  の拡幅、自転車走行空間の整備及び電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝    ２．４２                              （前回再評価時 Ｂ／Ｃ＝ ２．５１     ）

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ２４２．７億円 

 走行便益       ２７．０億円 

 事故損失益       ０．６億円 

 現在価値化総便益額 ２７０．３億円 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２８年度基準） 

  事 業 費   １０７．８億円 

  維持管理費     ３．７億円 

  総   額   １１１．５億円 

評
価
と
理
由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 
 Ａ 

用地は、約８６％が取得済みであり、取得済み箇所から順次遺跡調査を行い

、排水管及び電線共同溝工事等に着手している。 

 出来る箇所から工事を進めていくとともに、寺院の未買収地については、鋭

意折衝を進めており、早期取得を目指し調整を図っている。

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

 Ａ 

東京大気汚染訴訟の和解条項に基づき発足されている「東京地域の道路交通

環境改善に関する連絡会」において、原告から「植樹帯や自転車歩行車道の整

備推進」の要望があがっている。本事業では植樹帯や自転車走行空間の整備を

実施していくことから、事業の必要性はより高まっている。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）      番号：街－３

事業の名称 東京都市計画道路放射第９号線 

評
価
と
理
由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

 Ａ 

 本区間の完成により、巣鴨駅付近から明治通りまでが幅員４０ｍで結ばれ

、骨格幹線道路としての機能が確保されるほか、交通の円滑化や生活道路へ

の通過交通の流入抑止等の効果が発揮される。また、歩道拡幅や自転車走行

空間の整備により安全で快適な歩行空間が形成されるとともに、避難道路と

しても機能する為、地域の防災性の向上が期待される。

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点（Ⅱ）

評 価 当該評価を付した理由

 Ａ 
 すでに約８６％の用地を取得しており、周辺住民の当該事業に関する理解も概ね得られている。 

工事についても、用地の進捗を見据えながら、順次発掘調査を行い、施工可能の箇所から工事を進め

ていくことにより、事業の早期発現に向けて進めていく。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（Ⅲ）

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

 ○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

一般的な街路築造工事であるため、施工にあたっても新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

一般的な街路築造工事であるため、今後、事業用地や施設規模等を見直す余地は極めて少ない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）（Ⅰ）

 継続すべきか否か（継続） 

 交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼遮断帯としての地域防災性向上、自転車走行空間の整備など、十分な整

備効果が発揮できることから、事業を継続するべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）（Ⅱ）

 継続すべきか否か（継続） 

 すでに約８６％もの用地を取得しており、今後、工事の進捗が見込まれることから、継続させるべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）（Ⅲ）

 見直しの必要の有無（無） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト削減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本路線は、区部の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延

焼遮断帯としての地域の防災性の向上、歩行者・自転車の安全な通行空間の確保、地域の安全性の向上などの整備効果

がある。 

 中止の場合、想定される整備効果が発現出来ないことだけではなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくな

る。以上のことから、 事業者としての本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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前回再々評価と今回再々々評価の比較 番号 街 – ３ 

事業の名称 東京都市計画道路放射第９号線  前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 平成２５年度 

事業完了予定 

平成３１年度 

事業完了予定 

寺院の一部施設の移転先選定が難航し、用地折

衝に時間を要しているとともに、工事に先立ち行

われる遺跡発掘調査に時間を要し、事業期間を延

伸した。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

7,776 

6,875 

901 

8,301 

6,875 

1,426 

工事費は、遺跡調査費等の追加により増額

となった。 

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

5,872（76％） 

5,712（83％） 

160（18％） 

5,976（71％） 

5,712（83％） 

 264（18％） 

 用地は約８６％取得し、工事も順調に進捗

している。 

コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

 施工にあたっては、

すでにコスト縮減に向

けた行動計画に基づき

行われており、代替案

等の検討可能性はない

。 

 施工にあたっては、

すでにコスト縮減に

向けた行動計画に基

づき行われており、代

替案等の検討可能性

はない。 

変化なし 
用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

4,962㎡ 

4,264㎡ 

86％ 

4,962㎡ 

4,264㎡ 

86％ 

 用地は約８６％を取得した。 

事業期間
平成１０年～ 

平成２５年 

平成１０年～ 

平成３１年 
 事業承認期間の延伸による。 

総合評価 

 慢性的な交通渋滞の

解消や自転車走行空間

の整備、緊急輸送道路

の確保などによる地域

の安全性、防災性の向

上が期待できるととも

に、隣接区間を含め連

続的な整備による相乗

的な効果が発揮される

ため、事業の必要性が

認められる。 

 慢性的な交通渋滞

の解消や自転車走行

空間の整備、緊急輸送

道路の確保などによ

る地域の安全性、防災

性の向上が期待でき

るとともに、隣接区間

を含め連続的な整備

による相乗的な効果

が発揮されるため、事

業の必要性が認めら

れる。

（継続・中止） 

 隣接区間の整備も進んでおり、本区間の整備に

よる交通渋滞の解消や、地域の安全性、防災性の

向上に対する相乗的な効果が期待できることから

、事業継続の必要性が益々高まっている。 

事業規模等 ４６５ｍ ４６５ｍ  変化なし 

（その他）

評価主体のコメント 

 用地取得は約８６％と順調に進み、工事についても、遺跡発掘調査後、順次排水管設置工事等を

進めているなど、早期完成に向け鋭意進めている状況である。一部用地取得等の課題はあるものの

、隣接区間の事業もほぼ完成に近づき、本区間の事業の必要性、地元の期待、事業に併せた沿道開

発の進捗状況等を考慮すると、事業の必要性は十分認められることから、事業を継続すべきと考え

る。 

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較 

１ 事業の進捗状況 

２ 事業を取り巻く状況

の変化 

① 用地は79％取得。

工事は、埋蔵文化財の

試掘調査を実施中。 

② 本整備に合わせ、

様々な構想が計画され

ている 

１ 用地は86％取得。

工事は、用地取得済み

箇所で発掘調査を行い

、排水管設置工事を進

めている。 

２ 沿道の民間開発や

地区計画の策定等、沿

道開発等がより具体化

されてきている。 

 本事業の必要性は、より高まっている。 

前回付議時の委員会の

指摘事項等 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） 
２．５１ ２．４２  

前回再々評価年度 平成 ２３年度 付議委員会 平成２３年度 第１回事業評価委員会 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）   番号： 街－４ 

事業の名称
東京都市計画道路 

幹線街路環状第３号線（薬王寺） 
実施主体 東京都 評価該当要件

5年間継続 

(再々評価) 

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年 ３月 

都市計画変更（最新）     年  月

事業認可年度（当初） 平成１４年度 

事業認可年度（最新） 平成２５年度

事業箇所 新宿区市谷薬王寺町～同区市谷柳町 評価対象区間延長 ４００ｍ

事業期間 平成１５年 １月～平成３３年 ３月

事業目的

 環状第３号線は、中央区勝どき二丁目の放射第３４号線（晴海通り）を起点とし、港区、新宿区、文

京区、台東区、墨田区を経由し、江東区辰巳二丁目に至る延長約２７kmの都市計画道路である。 

本事業は、新宿区市谷薬王寺町から、新宿区市谷柳町の放射第２５号線までの延長４００ｍの区間に

ついて、現道１１ｍから都市計画道路幅員２７ｍへ拡幅するものである。 

本区間の整備により、自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難路や延焼遮断帯として

の地域の防災性向上、歩道の拡幅、自転車走行空間の整備及び電線類の地中化による安全で快適な歩行

者空間の確保などが図られる。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費 １３,２５１百万円       １，６９５百万円 １４,９４６百万円

執行済額 

（執行率） 

平成２７年度末

     １３,２１６百万円 

        （９９％）

       １，１３９百万円 

       （６７％）

１４,３５８百万円 

          （９６％）

用地取得率 

平成２３年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

６,９７０㎡ ６,９０８㎡ ９９％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 用地は約９９％が取得済みである。工事についても平成２２年度から着手しており、平成２７年度末で

の工事進捗率は６７％である。 

○残事業 用地未取得箇所は約１％である。残る未取得用地の早期更地化を目指し、折衝を進めている。工事につ

いても完成に向けて進めている。 

○その他   特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

用地取得においては、権利者多数の区分所有マンションが多いことから権利者との交渉に時間を要した。また

、全域での埋蔵文化財調査に時間を要した。加えて、接道する区道との高低差が大きく対応方針の検討と高低差

補償の折衝に時間を要した。現道部の工事は、輻輳する埋設管の支障移設に時間を要している。 

○地元の理解・協力の状況  事業に関する理解と協力は概ね得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自動車交通量（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

 平成１７年度：１０，０１６台 （新宿区原町３丁目４） 

 平成２２年度： ９，４９６台 （新宿区原町３丁目４） 

○本路線に近接する路線の交通量は、平成１７年度からほとんど変化していない。交通渋滞の緩和に資する道路 

ネットワークの構築を進めるためにも、本路線の整備が必要である。

２．関連計画の変更（○有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）における政策指針として、「陸・海・空の広域的な交通・物流ネ

ットワークの形成」が示され、環状第３号線（薬王寺）等の骨格幹線道路の整備が、平成３６年度まで概ね完成す

ることになっている。 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）   番号： 街－４ 

事業の名称 東京都市計画道路幹線街路環状第３号線（薬王寺町） 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

沿道では、マンション等の建築が行われている。

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

下水道幹線の新設工事施工中。都営地下鉄大江戸線「牛込柳町駅」出入口の新設工事施工中であり、平成２８年

度末完了予定。

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約２６．７km 

・ 事業中区間延長：約１．４km、未着手区間：約９．４km 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、③ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、⑫  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（         ）

（主な内容） 

・ 本路線は、区部の骨格となる重要な幹線道路である 

・ 自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道の

拡幅、自転車走行空間の整備及び電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝１．６５                                  （当初Ｂ／Ｃ＝１．７４）

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ２８２．５億円 

 走行便益       １２．６億円 

 事故損失益      １５．８億円 

 現在価値化総便益額 ３１０．８億円 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２８年度基準） 

  事 業 費   １８６．８億円 

  維持管理費     ２．０億円 

  総   額   １８８．９億円 

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ 用地は、約９９％が取得済みであり、着実に工事を進めている。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 
「長期ビジョン」や「立候補ファイル」においても重要な路線に位置付けられ

、事業の必要性が高まっている。

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）   番号： 街－４ 

事業の名称 東京都市計画道路幹線街路環状第３号線（薬王寺町） 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 

骨格幹線道路である本路線の整備は、自動車交通の分散による交通渋滞の緩

和、歩道拡幅や自転車走行空間の整備により安全で快適な歩行空間が形成さ

れるとともに、避難路としても機能するため、地域の防災性の向上が期待さ

れる。

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 整備について地元住民の了解を得られていることから、順調に事業を進めることが可能である。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

一般的な街路築造工事であるため、施工にあたって新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

用地は既に約９９％を取得しており、工事についても一般的な街路築造工事であるため、今後、事業手法や施設

規模等を見直す余地は極めて少ない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

交通渋滞の緩和、地域の防災性向上、安全で快適な歩行者空間の確保など、十分な整備効果が発揮できることか

ら、事業を継続すべきである 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

すでに約９９％の用地を取得しており、今後、工事の着実な進捗が見込まれることから、事業を継続すべきである

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)

 見直しの必要の有無（ 無 ） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト縮減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

本路線は、区部の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延

焼遮断帯としての地域の防災性の向上、歩行者・自転車の安全な通行空間の確保などの整備効果がある。 

中止の場合には、上記の整備効果を発現できないだけでなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくなる。 

以上のことから、事業者として本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続  ・ 中 止
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前回再評価と今回再々評価の比較 番号 街－４ 

事業の名称  東京都市計画道路環状第３号線（薬王寺）  前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 

平成２６年度 

事業完了予定 

平成３３年度 

事業完了予定 

全域での埋蔵文化財調査や接道する区道との高

低差が大きく対応方針の検討と高低差補償の折衝

に時間を要した。加えて、現道部の工事は、輻輳

する埋設管の支障移設に伴う埋設企業者との競合

工事について、工程調整を行なった結果、事業期

間を延伸した。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

１４，７２７ 

用 １３，２５５ 

工  １，４７２ 

１４，９４６ 

用１３，２５１ 

工 １，６９５ 

工事費の精査により増加している。 

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

 １２，５６８（85%）

用１２ ，２３０（92%）

工     ３３８（23%）

１４，３５８（96%） 

用１３，２１６（99%）

工 １，１３９（67%）

用地・工事についても順調に進捗している

。 

用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

６，９７０ 

６，３８３ 

９２％

６，９７０ 

６，９０８ 

９９％

用地は約９９％を取得した。
コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

 建設発生土の再利用

や再生材の使用等、コ

スト縮減に努めている

。すでに工事も進捗し

ていることから、代替

案の可能性はない。 

一般的な街路築造

工事であるため、施工

にあたっては新工法

を採用する余地は極

めて少ない。 

 日々の事業執行において、コスト縮減に努めて

いる。新工法の採用や、施設規模等を見直す代替

案立案等の可能性はない。 

事業期間
平成１４年～ 

平成２２年

平成１４年～ 

平成３３年
事業認可の延伸による。 

事業規模等 延長 ４００ｍ 延長 ４００ｍ 変化なし。 

総合評価 

区部の骨格となる重

要な幹線道路であり、

交通渋滞の緩和や地域

の防災性向上に大きく

寄与するものであり、

事業中止にした場合に

、期待通りの事業効果

が発現できない。 

 区部の骨格となる

重要な幹線道路であ

り、交通渋滞の緩和や

地域の防災性向上に

大きく寄与するもの

であり、事業中止にし

た場合に、期待通りの

事業効果が発現でき

ない。 

（継続・中止）

本路線の必要性は、より高まっているとともに

、交通渋滞の緩和、防災機能の確保、歩行者の安

全性の向上など事業効果が高いことから、事業の

継続が必要である。 

（その他）

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較

・事業の順調さ 

・事業を取り巻く状況の

変化 

・事業の効果

①用地は92％取得済、

工事は23％執行済。 

②下水道管線の新設や

、都営地下鉄大江戸

線「牛込柳町駅」出

入り口新設が計画さ

れ、重要性が高まっ

ている。 

③交通渋滞の緩和、災

害時の避難路や延焼

遮断帯など防災性向

上、歩行者の安全性

の向上など。 

①用地は99％取得済、

工事は67％執行済。 

②都営地下鉄大江戸線

「牛込柳町駅」出入

り口が新設工事施工

中であり、平成２８

年度末開通予定とな

っている等、重要性

が高まっている。 

③交通渋滞の緩和、災

害時の避難路や延焼

遮断帯など防災性向

上、歩行者の安全性

の向上など。

路線の必要性は、より高まっている。

評価主体のコメント 

用地取得は約９９％と順調に進み、工事についても、遺跡発掘調査後、順次排水管設置工事等を

進めているなど、早期完成に向け鋭意進めている状況である。また、接道する区道との高低差の対

応方針が完了し、一部工事に着工しており、本区間の事業の必要性、地元の期待、事業に併せた沿

道開発の進捗状況等を考慮すると、事業の必要性は十分認められることから、事業を継続すべきと

考える。 

前回付議時の委員会の

指摘事項等 
特になし。 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） １．７４ １．６５  
前回再評価年度 平成２３年度 付議委員会 平成２３年度 第１回事業評価委員会
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）      番号：街－５

事業の名称
東京都市計画道路 

補助第２６号線（目黒中央町） 
実施主体 東京都 評価該当要件 10年間継続 

事業所管部署 道路建設部  街路課

都市計画決定（当初）   昭和２１年  ３ 月 

都市計画変更（最新）       年     月

事業認可年度（当初）      平成１９年度 

事業認可年度（最新）      平成２５年度

事業箇所 目黒区中央町一丁目～同区鷹番二丁目 評価対象区間延長 ７６０ ｍ

事業期間 平成１９年９月 ～ 平成３４年３月

事業目的

補助第２６号線は、品川区東大井一丁目を起点とし、目黒、世田谷、渋谷、豊島の各区を経由し、板

橋区氷川町を終点とする延長約２２㎞、標準幅員２０ｍの道路である。 

 本事業はこのうち、目黒区中央町一丁目から鷹番二丁目までの延長７６０ｍの区間について、道路整

備を行うものであり、骨格幹線道路として交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼遮断帯としての地

域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除等を目的に整備を進めている。  

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費      15,516 百万円         1,260百万円         16,776百万円 

執行済額 

（執行率） 

平成２７年度末

     12,642 百万円 

        （81％）

         45百万円 

        （3％）

       12,688百万円 

      （75％）

用地取得率 

平成２７年度末

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

     14130㎡      11124㎡       79％

事業の必要性等に関する視点（Ｉ）

 事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率  用地は約７９％が取得済みである。工事については３％進んでいる。 

○残事業  用地未取得箇所は約２１％である。残る未取得用地の早期更地化を目指し、折衝を進めている。また

、工事についても、平成２７年度より搬入路工事を実施しており、完成に向けて進めている。 

○その他  特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

用地取得において大規模施設の駐車場の移転先選定が難航していること及び権利者多数の区分所有マンションが

多いことから権利者との用地折衝に時間を要している。 

これらのため１０年間継続となっている。

○地元の理解・協力の状況 

 事業に関する理解は概ね得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（無・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自転車交通量【並行する都道４１６号】（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

 平成１７年度：１２，５７８台 （目黒区五本木３丁目２６） 

 平成２２年度：１２，３７３台 （目黒区鷹番３丁目２４-１６） 

 ○本路線に並行する路線の交通量は、平成１７年度からほとんど変化していない。交通渋滞の緩和に資する道路

ネットワークの構築を進めるためにも、本路線の整備が必要である。 

２．関連計画の変更（○有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

 ・『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）における政策指針として、「陸・海・空の広域的な交通・物流

ネットワークの形成」が示され、補助第２６号線（目黒中央町）等の骨格幹線道路の整備を推進している。 

 ・『学芸大学駅周辺地区整備計画』（平成21年3月策定）における地区整備のプランの柱として、「将来の補助２

６号線の整備を契機とした街づくり」として位置づけられている。 17



道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）      番号：街－５

事業の名称 東京都市計画道路補助第２６号線（目黒中央町） 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

なし

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

なし

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約２２．３㎞ 

 事業中区間延長：約４．６㎞、未着手区間：約６．８㎞ 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、② 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、５ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、⑫  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、15  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（       ） 

（主な内容） 

・本路線は、区部の骨格となる重要な路線である。 

 ・自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道 

  の拡幅及び電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝   ２．２９                               

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ３０１．８億円 

 走行便益       ２９．７億円 

 事故損失益      １２．６億円 

 現在価値化総便益額 ３４４．１億円 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２８年度基準） 

  事 業 費   １４７．８億円 

  維持管理費     ２．２億円 

  総   額   １５０．０億円 

評
価
と
理
由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

 Ａ 
用地は、約７９％が取得済であり、未取得用地の早期更地化を目指し、折

衝を進めていく。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

 Ａ 
『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）においても重要な路線に位置付

けられ、事業の必要性が高まっている。

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）      番号：街－５

事業の名称 東京都市計画道路補助第２６号線（目黒中央町） 

評
価
と
理
由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

 Ａ 

骨格幹線道路である本事業の整備により、自転車交通の分散による交通渋

滞の緩和、災害時の避難路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道

の拡幅と電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保など、十分

な効果が発揮できる。

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点（Ⅱ）

評 価 当該評価を付した理由

 Ａ 

すでに約７９％の用地を取得しており、周辺住民の当該事業に関する理解も概ね得られている

。 

工事についても、用地の進捗を見据えながら、施工可能の箇所から工事を進めていくことに 

より、事業効果の早期発現に向けて進めていく。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（Ⅲ）

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

 ○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 一般的な街路築造工事であるため、施工にあたっては新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 一般的な街路築造工事であるため、今後、事業手法や施設規模等を見直す余地は極めて少ない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施行にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）（Ⅰ）

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除など

 、十分な整備効果が発揮できることから、事業を継続するべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）（Ⅱ）

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  すでに約７９％の用地を取得しており、今後、工事の着実な進捗が見込まれることから、継続すべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）（Ⅲ）

 見直しの必要の有無（ 無） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト削減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本路線は、都市の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼

遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除などの整備効果がある。中止の場合は、上記の整備

効果を発現出来ないことだけではなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくなる。以上のことから、事業者と

しての本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）      番号：街－６

事業の名称
東京都市計画道路 

環状第２号線及び放射第３１号線 
実施主体 東京都 評価該当要件

10年間継続 

（再評価） 

事業所管部署 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初）   昭和２１年 ３月 

都市計画変更（最新）   平成 ５年 ７月

事業認可年度（当初）   平成１９年度 

事業認可年度（最新）   平成２７年度

事業箇所 中央区晴海五丁目から港区東新橋一丁目 評価対象区間延長  １,８１０ｍ

事業期間 平成１９年１２月 ～ 平成３３年 ３月

事業目的

環状第２号線は、江東区有明を起点とし、中央区、港区などを経て千代田区神田佐久間町を終点とす

る全長約１４ｋｍの都市計画道路である。 

環状第２号線については、外堀通り区間など約９ｋｍが完成しており、平成２６年３月には新橋から

虎ノ門までの約１．４ｋｍが開通した。本事業は、環状第２号線のうち唯一の未開通区間となっている

豊洲から新橋までの約３.４ｋｍの区間について、道路を新設するものである。 

 本区間の整備により臨海部と都心部を結ぶ交通・物流ネットワークの強化、並行する晴通りの渋滞緩

和などの地域交通の円滑化、臨海地区の避難ルートの多重化による防災性の向上などが図られる。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費        80,000 百万円           38,407 百万円          118,407  百万円

執行済額 

（執行率） 

平成27年度末

       55,221 百万円 

      （   69  ％）

       29,482 百万円 

      （  76 ％）

       84,703  百万円 

      （  72 ％）

用地取得率 

平成27年度末

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

26,700 ㎡ 9,337㎡       35％

事業の必要性等に関する視点（Ｉ）

 事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 用地は約３５％が取得済みである。工事についても、未開通となっている新橋・豊洲間の全区間で工事

を行っており、平成２７年度末の工事進捗率は７６％である。 

○残事業 残る用地については、築地市場移転後の所管替え手続き（約17,000㎡）のみであり、工事についても築

地市場内のトンネル工事を契約するなど、完成に向けてスケジュール通り進めている。 

○その他 特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

 用地取得において、事業反対であった区分所有マンションの取得に時間を要した。また本事業区間には、３つの

橋梁やトンネル等の大規模構造物があり施工に時間を要している。 

○地元の理解・協力の状況 

  事業に関する理解と協力は得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自動車交通量【並行する晴海通り】（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

 平成１７年度：２７，７９９台  ○本路線に並行する路線の交通量は、平成１７年度から多少減少しているが

 平成２２年度：２０，５６９台   築地市場から豊洲市場への移転や臨海部の再開発が進んでいることから 

                  本路線の整備が必要である。 

２．関連計画の変更（○有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

『東京都長期ビジョン』（平成26年12月策定）における政策指針として、「陸・海・空の広域的な交通・物流ネッ

トワークの形成」が示され、オリンピック・パラリンピック関連道路の整備として環状第２号線の2020年開通が目

標とされた。 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）      番号：街－６

事業の名称 東京都市計画道路 環状第２号線及び放射第３１号線 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

本事業区間にある築地市場の豊洲市場への移転が平成２８年１１月に決まり、都心部と新市場を結ぶ新たな交通

需要の発生が見込まれる。 

また勝どき地区・晴海地区では、再開発事業・土地区画整理事業よる開発や高層マンションの建設が進み、臨海

部の開発が著しい。

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

築地市場から豊洲市場への移転が平成２８年１１月に決定した。また勝どき地区では、再開発事業による高層マ

ンションの建設が進んでおり、晴海地区では、オリンピック・パラリンピック選手村の建設にも着手し、臨海部の

関連する他事業の進捗が著しい。さらに、このような臨海部の開発に伴う、新たな交通需要に対応するためにも新

たな公共交通として環状第２号線へＢＲＴを導入することが決定した。 

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約１４ｋｍ 

  事業中区間延長 ３．４ｋｍ  未着手区間なし 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

○1  交通渋滞の解消、② 物資流動円滑化への寄与、③ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、⑨ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、⑫  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（       ） 

（主な内容） 

 ・臨海部と都心部を結ぶ新たな交通・物流ネットワークが形成されることにより、並行する晴海通りの混雑緩和

など地域交通の円滑化が図られる。 

・環状第２号線の沿線では豊洲市場の開業、再開発・土地区画整理事業等が進み臨海部の開発が急速に進んでい

る。 

 ・臨海部の新たな交通需要に対応するためにも、交通ネットワークの形成とともに、公共交通としてＢＲＴを導

入する計画となっている。 

 ・防災性の観点においても、災害時の避難ルートの多重化が図られ臨海部の防災性の向上にも寄与する。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝  １．１

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額） 

 走行時間短縮便益  ８０６．４億円 

 走行経費減少便益   ９３．１億円 

 交通事故減少便益   ７４．７億円 

 現在価値化総便益  ９７４．２億円 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成28年度基準） 

 事 業 費   ８９９．４億円 

 維持管理費    １２．４億円 

 総   額   ９１１．８億円 

評
価
と
理
由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ 
残る用地は築地市場の所管替え手続きのみであり、工事についても事業中の全

区間で工事着手し、着実に工事を進めている。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 
築地市場の豊洲市場への移転や、再開発、オリンピック・パラリンピック選手

村等、臨海部の開発が急速に進んでおり、本事業の必要性はより高まっている

。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）      番号：街－６

事業の名称 東京都市計画道路 環状第２号線及び放射第３１号線 

評
価
と
理
由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 
開発の著しい臨海部の新たな交通需要に応えるためにも、交通物流ネットワ

ークの強化、地域交通の円滑化、災害時の避難ルートの多重化等、十分な事

業の効果が期待できる。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点（Ⅱ）

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 
残る用地は築地市場の所管替え手続きのみである。工事についても、未開通となっている新橋・豊洲間

の全区間で工事を行っており、年内に暫定開通を行い早期の事業効果発現を図るとともに、２０２０年

早期の全線開通を目標としている。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（Ⅲ）

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

 ○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 築地市場内のトンネル築造工事においては、工期の遅延を防ぐため、技術提案型総合評価方式による発注を行っ

た。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 既に全区間で工事に着手し、築地市場内トンネル工事以外の工事については、概ね完成しているため事業手法、

施設規模等を見直す可能性はない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）（Ⅰ）

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  交通物流ネットワークの強化、並行する晴海通りの渋滞緩和など地域交通の円滑化、災害時の避難ルートの多重化

等、十分な事業の効果が発揮できることから、事業を継続すべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）（Ⅱ）

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  残る用地は築地市場の所管替え手続きのみである。工事についても、未開通となっている新橋・豊洲間の全区間で

工事を行っており、年内に暫定開通を行い早期の事業効果発現を図るとともに、２０２０年早期の全線開通を目標と

している。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）（Ⅲ）

 見直しの必要の有無（ 無 ） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト削減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本路線は、都市の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、現在も混雑の激しい晴海通りの渋滞緩和

や開発が著しい臨海部の新たな交通需要に対応するためにも、重要な路線である。 

 中止の場合は、上記の整備効果を発現できないことだけでなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくなる。

以上のことから、事業者として本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止

22



平成２８年度第１回事業評価委員会

【参考】前回再評価時資料



道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）番号： 街―１    

事業の名称
東京都市計画道路 幹線街路 

放射第23号線（北沢） 
実施主体 東京都 評価該当要件

5年間継続 

（再々々評価）

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年  ３ 月 

都市計画変更（最新）     年     月

事業認可年度（当初）   平成 ３年度 

事業認可年度（最新）   平成２２年度

事業箇所 世田谷区北沢四丁目から同区北沢五丁目 評価対象区間延長   ５９５ ｍ

事業期間 平成 ３年 ６月～平成２６年 ３月

事業目的

 放射第２３号線は、港区北青山三丁目を起点とし、渋谷区及び世田谷区を経て杉並区松庵二丁目に至

る延長約１２ｋｍ、標準幅員２５ｍの都市計画道路である。 

本事業はこのうち、世田谷区北沢四丁目から五丁目までの延長５９５ｍの区間について道路拡幅整備

を行うものであり、都市の骨格を形成する幹線道路として、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や

延焼遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除等を目的に整備を進めて

いる。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費       12,449 百万円            934   百万円           13,383  百万円

執行済額 

（執行率） 

平成22年度末

      12,216  百万円 

     （   98 ％）

        791   百万円 

      （  85 ％）

            13,007   百万円 

          （ 97  ％）

用地取得率 

平成23年3月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

     9,425 ㎡     9,201 ㎡ 98 ％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率  用地は９８％取得している。工事については８５％進んでいる。 

○残事業  用地未取得箇所は、ほとんどが高低差処理を必要とする案件であるが、鋭意折衝を進めている。工事

は、街築工事、電線共同溝工事、高低差処理に伴う擁壁設置工事などが残っている。 

○その他  用地未取得箇所の高低差処理調整に時間を要している。 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

 本事業区間は、用地取得及び工事を行う上で、高低差処理の調整が必須であり、その調整に時間を要しているた

め。 

○地元の理解・協力の状況 

 用地未取得箇所も鋭意折衝しており、本事業に関する理解は概ね得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

当該路線の交通量は、平日・休日で増加傾向にあり、都市の骨格幹線道路としての役割がより高まっている。 

平成6年度   平成9年度   平成11年度   平成17年度 

12時間交通量（平日）   7,917     8,932     10,602     15,581 

12時間交通量（休日）   6,431     8,249      9,265     12,132 

※現況自動車交通量（道路交通センサス測定箇所：渋谷区上原１丁目２番）【単位：台】

２．関連計画の変更（有・無）
「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

『防災都市づくり推進計画』（平成16年3月策定、平成22年1月改定）【整備地域の指定（北沢地区）】：地域危険

度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど、震災時に大きな被害が想定される地域として選定さ

れた。 23



道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）番号： 街―１    

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 放射第２３号線（北沢） 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

なし 

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

「東京都市計画道路補助第26号線（東北沢）」が平成18年度に事業化し、現在、用地取得を進めている。また、「

小田急電鉄小田原線（世田谷区代田三丁目～渋谷区上原三丁目）」は平成15年度に連続立体化事業として事業化さ

れ、工事が進められている。当該路線は骨格幹線道路として、地区内の道路ネットワークを構築する上で重要な路

線である。 

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

 港区北青山三丁目から渋谷区大山町までの約６．６ｋｍは、ほぼ整備が完了している。また、当該区間を含めて

補助26号から環状7号まで約１ｋｍで事業を実施している。環状7号との交差点から杉並区和泉二丁目の約1.4ｋｍは

未整備であるが、区部における都市計画道路の第三次事業化計画優先整備路線であり、平成２７年度までに優先的

に整備する路線として位置づけられている。 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、③ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、６ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、10  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、12  公共施設へのアクセス向上、13  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、      17  その他（      ）

（主な内容） 

・本路線は、都市の骨格を形成する幹線道路であり、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼遮断帯としての地

域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除等が図られる。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝1.63                                  

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額） 

時間便益      277.46億円       

走行便益       42.14億円 

事故減少便益     7.91億円 

現在価値化総便益額 327.52億円 

（平成23年度基準） 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総便益額（平成23年度基準） 

 事業費   198.19億円 

 維持管理費  3.02億円 

 総額    201.21億円 

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ｂ 
用地未取得箇所は、ほとんどが高低差処理を必要とする案件であるが、鋭意折

衝を進めている。工事については、高低差処理の進捗を見据えながら、事業効

果の早期発現を目指し進めていく。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 
現況交通量の増加に伴う交通渋滞の緩和や、災害時の避難道路や延焼遮断帯と

しての地域の防災性向上など、本事業の整備の重要性はより高くなっている。

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）番号： 街―１     

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 放射第２３号線（北沢） 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 
骨格幹線道路である本事業の整備により、交通渋滞の緩和、災害時の避難道

路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除

等が図られ、十分な効果が発揮できる。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ｂ 
用地未取得箇所は、ほとんどが高低差処理を必要とする案件であるが、鋭意折衝を進めている。 

工事については、高低差処理の進捗を見据えながら、事業効果の早期発現に向け進めていく。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 一般的な街路築造工事であるため、施工にあたって新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 一般的な街路築造工事であるため、今後、事業手法や施設規模等を見直す余地は極めて少ない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除など

、十分な整備効果が発揮できることから、事業を継続するべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  用地、工事ともに、高低差処理の進捗に影響されるが、鋭意折衝を進めていることから、事業を継続するべきであ

る。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)

 見直しの必要の有無（ 無 ） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト縮減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本路線は、都市の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、災害時の避難道路や延

焼遮断帯としての地域の防災性向上、生活道路からの通過交通の排除などの整備効果がある。 

 中止の場合は、上記の整備効果を発現できないだけでなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくなる。 

 以上のことから、事業者として本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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前回再々評価と今回再々々評価の比較 番号 街－１ 

事業の名称
東京都市計画道路 幹線街路 放射第２３号線（北沢）

前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 平成21年度 

事業完了予定 

平成25年度 

事業完了予定 

用地取得及び高低差処理に時間を要したことに伴

い、事業期間を延伸した。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

13,054 

12,304 

 750

13,383 

12,449 

 934

用地費及び工事費の精査により増額となっ

ている。 

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

12,340(94.5) 

11,833(96.2) 

507(67.6)

13,007(97) 

12,216(98) 

791(85)

用地は９８％取得した。工事についても順調

に進んでいる。 
コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

実施済みの方策を今後

の工事にも活用する。

また、当該事業を休止

して検討されるべき程

度の代替案は現時点に

おいてはない。 

実施済みの方策を今

後の工事にも活用す

る。また、当該事業を

休止して検討される

べき程度の代替案は

現時点においてはな

い。 

一般的な街路築造工事であるため、施工に当たっ

て新工法の採用や、事業手法、施設規模等を見直

す余地は極めて少ない。 
用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

9,344 

8,878 

95.0

9,425 

9,201 

98

用地は９８％取得した。 

事業期間
平成 ３年～

平成２１年

平成 ３年～ 

平成２５年
事業認可延伸による。 

総合評価 

交通の円滑化や都市の

防災性向上に早期に大

きく寄与するものであ

り、事業中止した場合

、期待通りの効果発現

がしない。 

交通渋滞の緩和や都

市の防災性向上に大

きく寄与するもので

あり、事業中止した場

合、期待通りの効果発

現がない。

（継続・中止）

本路線は、都市の骨格となる重要な幹線道路であ

り、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、災害

時の避難道路や延焼遮断帯としての地域の防災性

向上、生活道路からの通過交通の排除などの整備

効果がある。中止した場合は、この整備効果を発

現できないだけでなく、これまでの投資に見合っ

た効果も得られなくなる。

事業規模等
Ｌ＝５９５ｍ 

標準２５ｍ 

Ｌ＝５９５ｍ 

標準２５ｍ 
変更なし。 

（その他）

評価主体のコメント 用地取得は９８％と順調に進み、高低差処理も鋭意折衝を進めている。工事についても早期完成に

向け鋭意進めている状況である。隣接区間の事業もほぼ完成に近づき、事業の必要性は十分認めら

れることから、事業を継続すべきと考える。 

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較

当該路線は、都市の道

路ネットワークの一部

をなす重要な幹線道路

である。また、周辺道

路の整備も進んでいる

こともあり、整備の優

先順位も高く位置づけ

られている。また、本

整備により沿道の防災

都市づくりの促進が今

後も期待できる。

本路線は、都市の骨格

を形成する幹線道路で

あり、交通渋滞の緩和

、災害時の避難道路や

延焼遮断帯としての地

域の防災性向上、生活

道路からの通過交通の

排除等が図られる。 

当該路線の現況交通量は周辺道路の整備も

進み、平日・休日で増加傾向にあり、都市の

骨格幹線道路としての役割がより高まって

いる。 前回付議時の委員会の

指摘事項等 特になし 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） 
2.97 1.63  

前回再評価年度 平成 １８ 年度 付議委員会 平成１８年度 第１回事業評価委員会
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）番号：都-建-街-４ 

事業の名称
東京都市計画道路放射第２３号線街

路整備事業 
実施主体 東京都 評価該当要件

10年間継続 

(再々評価) 

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年    ３月 

都市計画変更（最新） 昭和４５年    ８月

事業認可年度（当初）    平成３年度 

事業認可年度（最新）   平成１８年度

事業箇所 世田谷区北沢四丁目から同区北沢五丁目 評価対象区間延長   ５９５ ｍ

事業期間 平成 ３年 ６月～平成２２年 ３月

事業目的

放射第２３号線（井の頭通り）は、港区北青山三丁目（表参道交差点）を起点とし、杉並区松庵一丁目（武蔵野市境）

を終点とする延長約１２㎞、標準幅員２５ｍの都市計画道路である。 

 今回の再評価対象区域は、世田谷区北沢四丁目地内から北沢五丁目地内の延長0.595㎞の区間であり、現道７ｍを２５ｍ

に拡幅整備する。なお、事業としては、当該区間を含めて、補助第２６号線から環状第７号線まで約１㎞で事業を実施し

ている。 

 当該区間は、防災都市づくり、交通渋滞の緩和、生活道路からの通過交通の排除等を目的としている。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費 １２,３０４百万円     ７５０百万円     １３,０５４百万円

執行済額 

（執行率） 

平成１７年度末

     １１,８３３百万円 

     （   ９６.２％）

         ５０７百万円 

      （  ６７.６％）

          １２,３４０百万円 

          （  ９４.５％）

用地取得率 

平成１８年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

９,３４４㎡ ８,８７８㎡ ９５.０％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 

用地は９５％買収が進捗し、工事についても街路築造工事及び電線共同溝工事等を６８％執行しており、事業区

間５９５ｍのうち３００ｍは工事完了している。 

○残事業 

用地は残すところ５％であり、鋭意折衝を進め平成１９年度末まで完了させる予定である。また、工事について

も買収完了次第、街路築造工事に着手し、平成２１年度に整備完了する予定である。 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

 境界争いや移転先選定困難、補償金不満等の問題により用地買収が難航した。また、現道と地先の宅地との高低

差が１ｍから３ｍの高低差があり、整備する上で高低差処理を行う必要があるが、沿道の地権者との調整に時間を

要した。 

○地元の理解・協力の状況 

 周辺住民へ事業の周知をして理解の促進を努めてきたため、当該事業に対する理解は得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

当該路線の交通量は、平日・休日で増加傾向にあり、都市の骨格幹線道路としての役割が高まっている。 

                            平成６年度  平成９年度  平成１１年度 

  １２時間交通量（平日）    7,917     8,932     10,602 

  １２時間交通量（休日）    6,431     8,249      9,265 

※現況自動車交通量（道路交通センサス測定箇所：渋谷区上原１丁目２番）［単位：台]

２．関連計画の変更（有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

●「完了期間宣言路線」【平成２１年度整備完了】：早期開通により、道路ネットワークの構築、渋滞解消、防災

の強化、環境の改善など事業効果の早期発現が期待できる路線である。 

●「防災都市づくり推進計画」１６年３月策定【整備地域の指定（北沢地域）】：地域危険度が高く、かつ、特に

老朽化した木造建築物が集積するなど、震災時の甚大な被害が想定される地域として選定された。 27



道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）番号：都-建-街-４

事業の名称 東京都市計画道路放射第２３号線街路整備事業 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

「東京都市計画道路補助第２６号線街路整備事業（笹塚）」は平成１８年度に事業完了し、「東京都市計画道路補

助第２６号線街路整備事業（東北沢）」は平成１８年度に事業化予定である。また、「小田急電鉄小田原線（世田

谷区代田三丁目～渋谷区上原三丁目地区内）」が平成１５年度に事業化され、当該路線は根幹幹線道路として、地

区内の道路ネットワークを構築する上で重要な路線である。 

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

港区北青山三丁目（表参道交差点）から渋谷区大山町（大山交差点）までの約６.６kmは、ほぼ整備が完了してい

る。そして、当該区間を含めて、補助第２６号線から環状第７号線まで約１㎞で事業を実施し、環状第７号線との

交差点から杉並区和泉二丁目の約１.４kmは未整備であるが、区部における都市計画道路の第三次事業化計画優先整

備路線であり、平成２７年度までに優先的に整備する路線として位置づけられている。 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

１ 交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、４ 都市景観の向上、５ バ

スの定時性、６ 交通事故の減少、７ 緊急車両の走行、８ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、10  商業・産

業の活性化、11  バリアフリー化、12  公共施設へのアクセス向上、13  迂回交通の減少、  14  自転車や歩行者

のための空間確保、15  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（        ）

（主な内容） 

道路に停車帯ができることにより、交通の流れがスムーズになり、交通の円滑化が図られる。また、歩道が広くな

ることで、自転車や歩行者の通行空間が確保され、交通の安全にも寄与する。さらに、電線類の地中化により、ラ

イフラインの防災化や都市景観が向上する。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝ ２．９７                             （当初Ｂ／Ｃ＝２.６２   ）

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額） 

時間便益      ３２．０９億円／年 

走行便益       ０．５２億円／年 

交通事故減少益       ０億円／年 

現在価値化後総便益額    ５７０億円 

（平成１７年度基準） 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化後総便益額（平成１７年度基準） 

事 業 費   １８９億円 

維持管理費     ３億円 

総   額   １９２億円

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ 
用地買収は９５％完了しており、今後、用地買収を行った箇所から順次街路

築造工事を実施していく。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 
主要延焼遮断帯としての位置づけ、「防災都市づくり推進計画」の整備地域

の指定等の防災都市づくりへの重要性がますます高くなっている。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）番号：都-建-街-４ 

事業の名称 東京都市計画道路放射第２３号線街路整備事業 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 
 本事業の完成により、これまで発生していた交通渋滞の緩和が期待できる

と共に、歩行者等の安全性も向上する。また、沿道宅地の防災都市づくりの

促進が今後も期待できると判断する。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 
用地買収は９５％完了され、また、当該事業区間５９５ｍのうち約３００ｍは工事完了していること

から、周辺住民の当該事業に対する理解は得られている。

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

すでに工事も進捗しており、残りの部分も街路築造工事と電線共同溝工事であり、新工法を採用するような余地

はない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

すでに用地は９５％取得しており、当該事業区間５９５ｍのうち約３００ｍは工事完了していることから、今後

事業手法、施設規模等を見直す可能性はない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施工に当たっては、苗圃の苗木の活用や再生砂の利用等を実施している。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（ 継続   ）街路整備により、円滑な交通、安全で快適な歩行者・沿道宅地の防災都市づくりの促

進など、事業の十分な効果が期待できることから事業を継続すべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（ 継続    ）当該事業区間５９５ｍのうち約３００ｍは工事完了し、残りの区間については平成２

１年に整備完了する予定であることから、事業を継続すべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)

 見直しの必要の有無（  無     ）コスト縮減を図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

放射第２３号線は、都市の骨格的な道路ネットワークの一部をなす重要な幹線道路である。また、周辺道路の整備も

進んでいることもあり、整備の優先順位も高く位置付けられている。 

 本区間の整備については、Ｂ／Ｃの値が２.９７と高く、交通の円滑化やそれに伴う環境負荷の軽減、震災時の緊急輸

送路や延焼遮断帯として、都市の防災性の向上に早期に大きく寄与するものであり、事業効果は非常に高い。 

 そして、本事業を中止した場合は、上記事業効果が当初の期待通り発現できなくなり、これまでの投資が十分に発揮

できなくなる。 

 以上から、対応方針は事業者として「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）番号： 街－２    

事業の名称
東京都市計画道路 

幹線街路 補助線街路第７４号線 
実施主体 東京都 評価該当要件

5年間継続 

(再々々評価) 

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初）   昭和２１年 ４月 

都市計画変更（最新）       年   月

事業認可年度（当初）平成５年度 

事業認可年度（最新）平成２１年度

事業箇所 新宿区高田馬場四丁目から大久保三丁目 評価対象区間延長 ６５０ｍ

事業期間 平成 ５年 ４月～平成２８年 ３月

事業目的

 補助第７４号線は、千代田区九段北二丁目（田安門交差点）から杉並区上井草四丁目（井草八幡前交

差点）にいたる延長約１５ｋｍの都市計画道路であり、地域生活を支える基幹的な地域幹線道路として

防災性の向上、交通渋滞の解消と地域開発の促進等を目的に整備を進めている。 

 また、住宅市街地整備総合支援事業により進められた都営戸山団地整備の良好な住環境の創出に資す

るものである。 

 本対象区間は、新宿区高田馬場四丁目から大久保三丁目のＪＲ山手線・埼京線および西武新宿線との

立体交差部を含む約６５０ｍの区間であり、６ｍの現道を２８ｍに拡幅整備するものである。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費 ６，７３０百万円 １０，３１０百万円 １７，０４０百万円

執行済額 

（執行率） 

平成２２年度末

     ６，６００百万円 

      （  ９８％）

       ６，２６５百万円 

      （ ６１％）

     １２，８６５百万円 

        （ ７５％）

用地取得率 

平成２３年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

    ６，０４７㎡     ５，９８３㎡ ９９％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 

 用地買収は、平成２２年度末で９９％が取得済みであり、工事も鉄道立体交差部については、平成１４年度に 

ＪＲ東日本および西武鉄道との施行協定を締結し、委託工事を２分割施工で進めている。平成２１年度末には、第

一段階の車道切り回しが完了した。また、平成１４年度には、鉄道立体交差部両側のトンネル工事にも着手してお

り、東側区間のトンネルは、既に完成している。平成２３年度末での工事進捗率は、６１％である。 

○残事業 

 用地は、側道部に掛かる土地２区画を残すのみであり、平成２４年度までに取得する予定である。また、工事に

ついては、平成２７年度内に完了する予定である。 

○その他 特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

  用地取得において関係人の補償金不満により用地買収が難航したことに加えて、鉄道交差部の委託工事に時間

を要している。 

○地元の理解・協力の状況 

  事業に関する理解は概ね得られている。

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自動車交通量【並行する補７１新宿区百人町】（道路交通センサスによる平日１２時間交通量） 

  平成１１年度：９，２５３台  ○本路線に並行する路線の交通量は、平成１１年度からほとんど変化して 

  平成１７年度：９，３３７台   おらず、交通渋滞の緩和に資する道路ネットワークの構築を進めるため 

                  にも、本路線の整備が必要である。 

２．関連計画の変更（有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

 「区部における都市計画道路の第二次事業化計画」（平成３年度から平成１５年度） 

 本計画において、①都市機能の確保、②都市防災の強化、③地域環境の保全、④都市空間の確保の観点から、本

路線の本区間を優先的に整備すべき路線として選定している。 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）番号： 街－２    

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 補助線街路第７４号線 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

 本路線に接する新宿区百人町三・四丁目地区において住宅市街地整備総合支援事業が行なわれた。また、新宿区

大久保三丁目において、住友不動産が大規模再開発（４５階建てと２６階建てのマンション２棟と３４階建てのオ

フィスビル１棟）を行なっている。 

地下鉄１３号線整備に伴い、本路線と環状第５の１号線交差点直下に地下鉄の新駅（西早稲田駅）が平成２０年

６月に開設された。 

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

百人町三・四丁目地区住宅市街地整備総合支援事業は、平成２０年度に完了した。また、大久保三丁目の大規模

再開発は、平成２２年度に工事着手し、現在は基礎工事を進めており、平成２５年完成予定である。 

本路線に交差する補助第７２号線は、平成２２年度に開通した。

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約１４．７ｋｍ 

本路線の本区間外については、完成または概成している。

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

 １．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、12  公共施設へのアクセス向上、13  迂回交通の減少、⑭  自転車や歩行者の

ための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（         ）

（主な内容） 

・ 自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯として地域の防災性向上、歩道設置

による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝ １．６５                             

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ３１７．５億円 

 走行便益       ３４．７億円 

 事故損失益       ２．１億円 

 現在価値化総便益額 ３５４．３億円 

（平成２３年度基準） 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２３年度基準） 

  事 業 費   ２１１．１億円 

  維持管理費     ３．４億円 

  総   額   ２１４．５億円 

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ 
用地は、９９％が取得済みで、工事に支障となる用地の更地化も完了したため

着実に工事を進めている。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 

周辺では、住宅市街地整備総合支援事業による住宅整備が完了しており、地先

では、大規模再開発が進められている。また、付近では、地下鉄が新たに整備

された。これらのことにより、交通量の増加が見込まれており、事業の必要性

は、高まっている。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）番号： 街－２    

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 補助線街路第７４号線 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 
並行する早稲田通りおよび大久保通りの慢性的な交通渋滞の緩和、広域避難

場所への避難道路や延焼遮断帯としての防災機能の強化、歩行者の安全性の

向上など多面的に事業の効果を発揮できる。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 
工事に支障となる用地の更地化が既に完了していること、整備について地元住民の了解を得られている

ことから、順調に事業を進めることが可能である。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 鉄道直下のボックスカルバート工事および擁壁工事に既に着手している。また、鉄道交差部より東側区間のトン

ネルは既に完成していることから、新工法を採用する余地はない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 工事も進捗していることから、事業手法、施設規模等を見直す可能性はない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

  施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行なっている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  交通渋滞の緩和、地域の防災性向上、安全で快適な歩行者空間の確保など、十分な整備効果が発揮できることから

 事業を継続すべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

  用地は、ほぼ完了しており、工事も順調な進捗が見込まれることから、事業を継続すべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ) 

 見直しの必要の有無（ 無 ） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト縮減は図るが、代替案は、作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本評価対象区間は、車の交通量が多いにもかかわらず、現道が狭いため、周辺道路の交通渋滞の一因になっていると

ともに、歩行者にとっても危険な状態である。また、百人町三・四丁目地区の住宅整備も完了し、大規模再開発も進め

られていることから、本路線の利用者が更に多くなることが見込まれる。 

これらのことから、本路線の事業効果は非常に高く、事業者の対応方針としては、「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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前回再々評価と今回再々々評価の比較 番号 街－２ 

事業の名称  東京都市計画道路 幹線街路 補助線街路第７４号線  前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 

平成２３年度 

事業完了予定 

平成２７年度 

事業完了予定 

用地買収困難案件の取得の遅れに加えて、鉄道

交差部の委託工事や取り付け道路の切り下げに伴

う埋設企業者との競合工事について、工程調整を

行なった結果、事業期間を延伸した。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

１５，２５４ 

用 ６，４５０ 

工 ８，８０４

１７，０４０ 

用  ６，７３０ 

工 １０，３１０

用地費の精査および工事変更増により、増

額となっている。 

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

 ９，４５８（62%） 

用 ６，２４７（97%） 

工 ３，２１１（36%）

１２，８６５（75%） 

用 ６，６００（98%） 

工 ６，２６５（61%）

用地は約９９％を取得した。工事について

も順調に進捗している。 

用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

６，０４７ 

５，９１６ 

９８％

６，０４７ 

５，９８３ 

９９％

用地は約９９％を取得した。

コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

 建設発生土の再利用

等、コスト縮減に努め

ている。すでに工事も

進捗していることから

、代替案の可能性はな

い。 

建設発生土の再利

用等、コスト縮減に努

めている。すでに工事

も進捗していること

から、事業手法、施設

希望等を見直す可能

性はない。 

 日々の事業執行において、コスト縮減に努めて

いる。新工法の採用や、施設規模等を見直す代替

案立案等の可能性はない。 

事業期間
平成５年～ 

平成２３年

平成５年～ 

平成２７年
事業認可の延伸による。 

事業規模等 延長 ６５０ｍ 延長 ６５０ｍ 変化なし。 

総合評価 

周辺の市街地整備総

合支援事業の完成によ

り、本路線の利用者が

更に多くなることは必

至であり、事業効果は

非常に高いため事業の

継続が必要。 

 市街地整備総合支

援事業の完成に加え、

大規模再開発も進め

られており、本事業の

必要性は、より高まっ

ていることから事業

の継続が必要。 

（継続・中止）

本路線の必要性は、より高まっているとともに

、交通渋滞の緩和、防災機能の確保、歩行者の安

全性の向上など事業効果が高いことから、事業の

継続が必要である。 

（その他）

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
前回再々評価時 今回再々々評価 前回と今回の比較

・事業の順調さ 

・事業を取り巻く状況の

変化 

・事業の効果

①用地は98％取得済、

工事は36％執行済。 

②地下鉄13号線の整備

環５の１の拡幅工事

により、重要性が高

まっている。 

③交通渋滞の緩和、広

域避難場所への避難

経路や延焼遮断帯な

ど防災機能の強化、

歩行者の安全性向上

など。 

①用地は99％取得済、

工事は61％執行済。 

②地下鉄13号線の開通

、環５の１や住宅の

整備、大規模再開発

により、重要性が高

まっている。 

③交通渋滞の緩和、広

域避難場所への避難

経路や延焼遮断帯な

ど防災機能の強化、

歩行者の安全性向上

など。

路線の必要性は、より高まっている。

評価主体のコメント 

用地は、９９％取得済であり、工事も順調に進捗している。２分割施工の鉄道交差部においては

平成２１年度末に第一段階の車道切り回しが完了し、第二段階の構造物築造工事を進めている。現

在は、暫定２車線および仮歩道で供用しており、１日も早い完成が求められている。また、鉄道交

差部前後の構造物築造工事および街路築造工事も進めており、平成２７年度末には完成の予定であ

ることから事業を継続する必要がある。 

前回付議時の委員会の

指摘事項等 
特になし。 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） ２．３ １．６５  
前回再々評価年度 平成１８年度 付議委員会 平成１８年度 第１回事業評価委員会
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／４）番号：都－建－街－９  

事業の名称
東京都市計画道路補助第７４号線 

街路整備事業 
実施主体 東京都 評価該当要件

10年間継続 

(再々評価) 

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初）   昭和２１年 ４月 

都市計画変更（最新）       年   月

事業認可年度（当初）平成５年度 ～ 平成１７年度   

事業認可年度（最新）平成５年度 ～ 平成２２年度

事業箇所 新宿区高田馬場四丁目から同区大久保三丁目 評価対象区間延長 ６５０ｍ

事業期間 平成５年４月～平成２３年３月

事業目的

 補助第74号線は、千代田区九段北二丁目（田安門交差点）から杉並区上井草四丁目（井草八幡前交差

点）にいたる延長約１５ｋｍの都市計画道路であり､地域生活を支える基幹的な地域幹線道路として、

防災性の向上、交通渋滞の解消と地域開発の促進等を目的に整備を進めている。 

また､住宅市街地整備総合支援事業により進められている都営戸山団地整備の良好な住環境の創出に

資するものである。 

 本対象区間は、新宿区高田馬場四丁目から大久保三丁目のJR山手線・埼京線及び西武新宿線との立体

交差部を含む約６５０ｍの区間であり、６ｍの現道を２８ｍに拡幅整備するものである。 

6.0m 28.00m

3.0m 3.0m6.0m 6.0m9.0m

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費      ６，４５０百万円           ５，２１３百万円 １１，６６３百万円

執行済額 

（執行率） 

平成１７年度末

     ６，２４７百万円 

     （  ９７％ ）

       ３，２１１百万円 

      （ ６２％ ）

 ９，４５８百万円 

（ ８１％ ）

用地取得率 

平成１８年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

６，０４７㎡ ５，９１６㎡ ９８％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 

 用地買収進捗率は平成１７年度末で９８％が取得済みであり､工事も鉄道立体交差部の施工については、立体交差

部については、平成14年度にJR東日本及び西武鉄道との施行協定を締結し、委託工事に着手するとともに、同年度

に街路築造工事に着手しており、６２％が執行済みである。 

○残事業 

 用地は本線部に掛かる土地の取得が完了し、側道部に掛かる土地６画地を残すのみである。平成１９年度までに

取得する予定である。工事については、平成２２年度内に完了する予定である。 

再 評 価 対 象 区 間 の うち 現 道 部 分

再 評 価 対 象 区 間 の うち 拡 幅 箇 所

凡 　例

山
手
線

埼
京
線

補

73

西
武
新
宿
線

環
５
の
１

補

72

（
明
治
通
り

）

都 営 戸 山 ア パ ー ト

ニ ュ -タ ウ ン

オ オ ク ボ

都 営
西 大
久 保 ア
パ ー ト

高 田 馬 場
労 働 出 張 所

平 成 5年 4月 14日 L＝ ６５ ０ｍ 　 （再 評 価 対 象 区 間 ）

小 滝 橋 交 差 点

諏 訪 町 交 差

中
継
所

高 田 馬 場 一 丁 目高 田 馬 場 四 丁 目

百 人 町 四 丁 目

大 久 保 三 丁 目
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／４）番号：都－建－街－９ 

事業の名称
東京都市計画道路補助第７４号線街路整備事業 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

 土地収用法により権利を取得したものの、建物占有者が立ち退きを拒否したうえ補償金不満を理由に裁判で争っ

た案件があり、時間を要した。当該案件は裁判の決着後、行政代執行の手続を経て、平成１７年度に地権者から土

地の引渡しを受けた。 

○地元の理解・協力の状況 

 事業に関する理解は得られている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

放７

環
6

環
５
の
１

補７１

補１６９

補７４

①

②

⑤

③

④

 平成11年度 平成9年度 

① 33,000 25,000 

② 26,000 23,000 

③ 14,000 11,000 

④ 26,000 21,000 

⑤ 9,000 8,000 

２．関連計画の変更（○有・無）
「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

「区部における都市計画道路の第二次事業化計画」（平成3年度から平成15年度） 

 本計画は､①都市機能の確保、②都市防災の強化、③地域環境の保全、④都市空間の確保の観点から、本区間を優

先的に整備すべき路線として選定している。 
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／４）番号：都－建－街－９ 

事業の名称 東京都市計画道路補助第７４号線街路整備事業 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

地下鉄13号線の建設工事が平成13年度に、環状第５の１(明治通り)の拡幅事業が平成15年度に事業着手した。 

補助第74号線との交差点部には地下鉄13号線の駅（西早稲田駅）が建設され､ますます本路線の重要性が高まる。

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

○百人町三･四丁目地区住宅市街地整備総合支援事業 

定住人口確保のために良質な市街地住宅の供給と居住環境の整備を図るとともに、不燃化による広域避難場所

としての機能強化を図ることを目的とし､防災都市作りに資する公園道路等の公共施設の整備を行っている。 

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

 補助第74号線の本区間外については、完成（概成含む）している。 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

○1  交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、○4 都市景観の向上、５ バ

スの定時性、６ 交通事故の減少、７ 緊急車両の走行、○8  延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、10  商業・産

業の活性化、11  バリアフリー化、12  公共施設へのアクセス向上、13  迂回交通の減少、  ○14   自転車や歩行者

のための空間確保、○15   災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、      17  その他（     ）

（主な内容）道路の拡幅による、交通の円滑化、歩道の整備による自転車・歩行者の安全性向上 

広域避難場所へ至る避難道路の確保。

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝ ２．３                              

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額） 

時間便益       ２１．５９億円/年 

走行便益        ０．１５億円/年 

事故損失益      －０．１９億円/年 

年間総便益      １５．９０億円/年 

現在価値化総便益額  ３６１．３１億円/年 

○ 費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総便益額 ３６１．３１億円/年 

 (平成17年度基準) 

○費用便益費 

３５１．３１/１５３．０６＝２．３

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ
用地は９８％が執行済みで、工事の支障となるような用地買収についても完

了したため、着実に工事を進めることが可能である。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 

地下鉄13号線の整備平成13年度に着手し､補助第74号線との交差点部には駅が

設置される予定である。また、環状第5の1号線（明治通り）の拡幅事業にも着

手しており､これらの事業の完了により､交通量及び歩行者の増加などにより、

更に本路線の重要性が高まることと思われる。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（４／４）番号：都－建－街－９ 

事業の名称 東京都市計画道路補助第７４号線街路整備事業 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ

早稲田通りの高田馬場周辺の慢性的な交通渋滞の緩和、広域避難場所への避

難道路や延焼遮断帯など防災機能の強化、歩行者の安全性の向上など事業効

果を十分発揮することができる。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ

工事に支障となる用地についてはすでに取得していること、地元住民の理解を得られていることから､

事業を妨げるものがないため､順調に事業を進めることが可能である。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

 ボックスカルバート及び擁壁などの構造物の整備に既に着手しており、南側は平成18年度中に構造物築造工事が

完了する予定である。北側についても、用地買収の遅れにより着手できなかった部分を残すのみとなっているため

新工法を採用するような余地はない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 工事も既に進捗していることから、今後事業手法、施設規模等を見直す可能性はない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施工に当たっては、建設発生土の再利用等を実施している。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（  継続   ） 

円滑な交通、安全で快適な歩行者･自転車空間の確保、防災性の向上など､事業の十分な効果が期待できることから、

事業を継続すべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（  継続   ） 

 用地買収において工事の支障となる物件についてはほぼ完了していることから、順次工事を進めることが可能である

ため、事業を継続するべきである。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)

 見直しの必要の有無（  無  ） 

 発生土の再利用などのコスト縮減を図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本評価対象区間は､車、人の交通量が非常に多いにもかかわらず、現道が６ｍと非常に狭く、周辺道路の交通渋滞の一

因となっているとともに、歩行者にとっても大変危険な状態である。また、百人町三･四丁目地区住宅市街地整備総合支

援事業により住宅等が建設されれば、本路線の利用者が更に多くなることは必至であり、事業効果は非常に高い。 

 以上から、対応方針は事業者として「継続」する。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）番号： 街―３   

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 放射第９号線 実施主体 東京都 評価該当要件
5年間継続 

(再々評価) 

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年  ３月 

都市計画変更（最新）     年   月

事業認可年度（当初）   平成１０年度 

事業認可年度（最新）   平成２２年度

事業箇所  豊島区巣鴨三丁目～豊島区巣鴨五丁目 評価対象区間延長  ４６５ｍ

事業期間 平成１１年 ３月～平成２６年 ３月

事業目的

本路線は、千代田区大手町一丁目から板橋区舟渡三丁目に至る、計画延長 L=14.9km の放射

線道路であり、放射方向の周辺都市から都心部へ集中する交通需要に対し、環状線とのネットワーク

により交通渋滞を解消する骨格となる路線である。また、本路線は、中仙道(国道 17 号)と呼ばれて

おり、緊急輸送道路に位置づけられている幹線道路である。 

 当該区間は、明治通りから順次事業化してきているⅢ期区間 465ｍであり、現況道路幅員

23ｍを 40ｍへ拡幅整備するとともに、JR 山手線巣鴨駅に近傍であることから、高岩寺(とげ

ぬき地蔵)や巣鴨地蔵通商店街等があり、非常に歩行者の多いため、車道拡幅整備による渋滞

解消に合わせ歩行者空間を確保し、歩行者の安全性・利便性の向上を図る。 

 用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費 ６，８７５ 百万円 ９０１ 百万円 ７，７７６ 百万円 

執行済額（執行率） 

平成２２年度末

５，７１２ 百万円 

（  ８３ ％）  

１６０ 百万円 

（  １８ ％）  

５，８７２ 百万円 

（  ７６ ％）  

用地取得率 

平成２３年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

４，９６２ ㎡ ４，２６４ ㎡ ８６ ％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率 用地は８６％取得済み。事業箇所周辺が埋蔵文化財包蔵地の巣鴨遺跡、染井遺跡に該当しており、豊島区教

育委員会等と協議のうえ、用地取得に合わせて埋蔵文化財発掘調査を行った後に、工事着手している。 

     現在、用地取得済み箇所については、発掘調査を実施した後、排水管設置工事を実施している。 

○残事業 用地は、高岩寺(とげぬき地蔵)の一部用地や巣鴨地蔵通り商店街の入口部付近の用地取得が難航している。

工事は、発掘調査済み区間で排水管設置工事を施工中であり、引き続き電線共同溝、街築工事を進めていく。

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

 平成１１年度から用地買収に入ったが、一部地権者が用地交渉に応じないことや、高岩寺の一部施設の移転先調整

等が難航し、用地折衝に時間を要している。また、工事に先立ち行われる埋蔵文化財包蔵地に伴う遺跡発掘調査に時

間を要している。 

○地元の理解・協力の状況 

  当地域では、地元住民等が中心となり構成された「巣鴨地区まちづくり協議会」が発足されており、本事業の整備

形態等についても、協議会を通じて地元意見を収集し、整備計画の参考にしている。 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

○現況自動車交通量（道路交通センサス測定場所：豊島区巣鴨３丁目３６番） 

 ・１２時間交通量  平成１１年度 (平日) ２７，２８１台  (休日) ２０，５９４台 

           平成１７年度 (平日) ３２，２００台  (休日) ２２，７１１台 

 ・大型車混入率   平成１１年度 (平日) １７％  (休日) ５％ 

           平成１７年度 (平日) １５％  (休日) ６％ 

 ・１２時間交通量は平日、休日とも増加傾向を示しており、当該事業の必要性が認められる。 

２．関連計画の変更（有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

○「１０年後の東京」への実行プログラム２０１１ 

・ 「１０年後の東京」への実行プログラム２０１１における主な取組みとして、「区部・多摩地域における自転車走

行空間の整備」が示され、放射第９号線（白山通り）等の自転車走行空間の整備が、平成２５年度までの目標とし

て定められた。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）番号： 街―３

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 放射第９号線 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

・ 民間企業によるマンション建築等、放射第９号線の整備に合わせた沿道開発が計画されている。 

・ 巣鴨地区まちづくり協議会において、放射９号線の整備事業に合わたまちづくり計画が検討されている。 

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

・ 巣鴨地蔵通りにおいて、巣鴨地蔵通り四丁目地区地区計画が策定され、地区特有の歴史や文化を活かした魅力ある

商業環境と住環境が調和した市街地形成を目的に、整備計画が策定されている。 

・ 染井霊園周辺地区では、区の再開発促進地区に指定され、建築物の不燃化促進等、避難場所の防災性向上や、都市

型住宅の供給、公共施設の整備など災害に強くうるおいのあるまちづくり計画が策定されている。 

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

・ 放射第９号線整備事業は、明治通りから巣鴨地蔵通り交差点までの間を、Ⅲ期に区間を分け整備している。明治通

りから都電荒川線踏切までのⅠ期区間４００ｍについては平成１３年度に完成。都電荒川線踏切から都心方向へ４８

５ｍのⅡ期区間では、現在街築工事を実施中である（平成２４年度完成予定）。 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

 １．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、② 物資流動円滑化への寄与、③ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バスの

定時性、６ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産業の活性

化、⑪  バリアフリー化、12  公共施設へのアクセス向上、⑬  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者のための空間

確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、      17  その他（     ） 

（主な内容） 

 今回区間（巣鴨三丁目～西巣鴨五丁目）を整備することで、現況幅員23.0ｍ（車道15.4ｍ(４車線)、歩道3.8ｍ）が

計画幅員40.0ｍ（車道27.0ｍ（６車線）、歩道6.5ｍ）に拡幅され、交通渋滞の解消や生活道路への進入防止などの効

果が発揮される。また歩道部においては、自転車走行空間の整備や無電柱化の推進など、歩行者の安全性向上やバリア

フリー化の効果がある。さらに延焼遮断帯や避難道路としての機能が確保され、地域の防災性も向上される。 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝２．５１                                  

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額） 

 時間便益     ２１８．０９億円 

 走行便益      １９．６２億円 

 交通事故減少益    ０．７８億円 

 現在価値化後総便益  ２３８．４８億円 

（平成２３年度基準）           

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

 現在価値化後総投資額（平成２３年度基準） 

  事 業 費   ９１．３８億円 

  維持管理費    ３・４９億円 

  総   額   ９４．８７億円 

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 
Ｂ 

 用地買収は８割以上完了し、取得済み箇所から順次遺跡調査を行い、排水管工

事等に着手している。 

 出来る箇所から工事を進めていくとともに、高岩寺等の未買収地については、

鋭意折衝を進めながら、早期取得を目指し調整を図っている。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 

東京大気汚染訴訟の和解条項に基づき発足されている「東京地域の道路交通環境

改善に関する連絡会」において、原告から「植樹帯や自転車歩行車道の整備推進

」の要望があがっている。本事業では植樹帯や自転車走行空間の整備を実施して

いくことから、事業の必要性はより高まっている。 

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）番号：街―３

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 放射第９号線 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対し

て十分な効果を発揮

することができるか）

Ａ 

 本区間の完成により、巣鴨駅から明治通りまでが幅員４０ｍで結ばれ、骨格

幹線道路としての機能が確保されるほか、交通の円滑化や生活道路への通過交

通の流入抑止等の効果が発揮される。また、歩道拡幅により安全で快適な歩行

空間の形成が促進されるとともに、避難道路としての機能も有しており、地域

の防災性の向上が期待される。 

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 

 用地について高岩寺など一部用地が残っているものの、用地取得済み箇所については、順次発掘調査

を行い、排水管設置工事等を進めている状況である。Ⅰ期区間は完成済みで、Ⅱ期区間も完成に近づき

、Ⅲ期区間の整備に対する地元の期待も高いことから、まちづくり協議会等の協力を得ながら今後も順

調に事業を進めることが可能である。 

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

本事業は、平面の道路拡幅整備であり、施工にあたっても新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

 本区間の整備内容は、完成済み区間も含め、地元住民等の意向を十分配慮した計画となっており、事業手法や施

設規模等の見直しの可能性は現時点ではない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

 施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（継続） 

 交通渋滞の解消、自転車走行空間の整備、避難道路の機能確保など、地域の安全性、防災性の向上につながる事業で

あり、整備効果が十分発揮できることから、事業を継続すべきである。 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（継続） 

 一部用地に課題はあるものの、順次工事を進めており、今後も順調な進捗が見込まれることから、事業を継続すべき

である。 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)

 見直しの必要の有無（無） 

 現在の整備計画は、地元意見や将来管理者と協議を重ね、十分意見を反映した計画となっており、現時点で代替案立

案等の可能性はない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

 本路線は、区部の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、交通渋滞の緩和や、自転車走行空間の確

保など地域の安全性、防災性の向上が十分期待されるため、事業の必要性は十分認められる。 

 本事業を中止した場合、想定される整備効果が発現出来ないばかりでなく、連続的に整備することで発揮される相乗

的な効果も得られなくなる。 

 よって、本事業は継続すべきと考える。 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止
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前回再評価と今回再々評価の比較 番号 街－３ 

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 放射第９号線  前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較

事業概要の比較 前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較

事業の進捗の見込みの

視点（Ⅱ） 平成２１年度 

事業完了予定 

平成２５年度 

事業完了予定 

一部地権者の用地交渉が難航し用地折衝に時間を

要しているとともに、工事に先立ち行われる遺跡

発掘調査に時間を要し、事業期間を延伸した。 

全体事業費（百万円） 

内、用地費 

内、工事費

7,628 

6,917 

711 

7,776 

6,875 

901 

 用地費を精査した結果、減額となった。 

 工事費は、遺跡調査費等の追加により増額

となった。 

執行済額（執行率,%） 

内、用地分（執行率,%）

内、工事分（執行率,%）

*済額は百万円単位

5,132（67％） 

5,128（74％） 

 4（1％） 

5,872（76％） 

5,712（83％） 

160（18％） 

 用地は約８６％取得し、工事も順調に進捗

している。 

コスト縮減や代替案立案

等の可能性の視点（Ⅲ） 

 施工にあたっては、

すでにコスト縮減に向

けた行動計画に基づき

行われており、代替案

等の検討可能性はない

。 

 施工にあたっては、

すでにコスト縮減に

向けた行動計画に基

づき行われており、代

替案等の検討可能性

はない。 

変化なし 
用地取得予定面積,㎡ 

既取得面積,㎡ 

用地取得率,%

4,973㎡ 

3,953㎡ 

79％ 

4,962㎡ 

4,264㎡ 

86％ 

 用地は約８６％を取得した。 

事業期間
平成１０年～

平成２１年 

平成１０年～ 

平成２５年 
 事業承認期間の延伸による。 

総合評価 

 慢性的な交通渋滞の

解消や環境負荷の軽減

、避難路の確保など、

地域の安全性、防災性

の向上が期待できるこ

とから、事業の必要性

が認められる 

 慢性的な交通渋滞

の解消や自転車走行

空間の整備、緊急輸送

道路の確保などによ

る地域の安全性、防災

性の向上が期待でき

るとともに、隣接区間

を含め連続的な整備

による相乗的な効果

が発揮されるため、事

業の必要性が認めら

れる。

（継続・中止） 

 隣接区間の整備も進んでおり、本区間の整備に

よる交通渋滞の解消や、地域の安全性、防災性の

向上に対する相乗的な効果が期待できることから

、事業継続の必要性が益々高まっている。 

事業規模等 ４６５ｍ ４６５ｍ  変化なし 

（その他）

評価主体のコメント 

 用地取得は８６％と順調に進み、工事についても、遺跡発掘調査後、順次排水管設置工事等を進

めているなど、早期完成に向け鋭意進めている状況である。一部用地取得等の課題はあるものの、

隣接区間の事業もほぼ完成に近づき、本区間の事業の必要性、地元の期待、事業に併せた沿道開発

の進捗状況等を考慮すると、事業の必要性は十分認められることから、事業を継続すべきと考える

。 

事業の必要性等に関す 

る視点（Ⅰ）
前回再評価時 今回再々評価 前回と今回の比較 

１ 事業の進捗状況 

２ 事業を取り巻く状況

の変化 

① 用地は79％取得。

工事は、埋蔵文化財の

試掘調査を実施中。 

② 本整備に合わせ、

様々な構想が計画され

ている 

１ 用地は86％取得。

工事は、用地取得済み

箇所で発掘調査を行い

、排水管設置工事を進

めている。 

２ 沿道の民間開発や

地区計画の策定等、沿

道開発等がより具体化

されてきている。 

 本事業の必要性は、より高まっている。 

前回付議時の委員会の

指摘事項等 

定量的効果（Ｂ／Ｃ） 
９．３ ２．５１  

前回再評価年度 平成 １８年度 付議委員会 平成１８年度 第１回事業評価委員会 
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事業再評価チェックリスト（１／６）番号：都-建-街-３道路・街路

事業の名称 東京都市計画道路放射第９号線 実施主体 東京都建設局 評価該当要件 １０年継続
整備事業

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年 ３月 事業認可年度（当初）平成１０年度から平成１６年度
都市計画変更（最新） 年 月 事業認可年度（最新）平成１０年度から平成２１年度

事 業 箇 所 豊島区巣鴨三丁目～豊島区西巣鴨五丁目 評価対象区間延長 ４６５ｍ

事 業 期 間 平成１１年３月～平成２１年３月

事業目的 本路線は、千代田区大手町一丁目から板橋区舟渡三丁目に至る、計画延長L=１４．９ｋｍの放
射線路線であり、放射方向の周辺都市から都心部へ集中する交通需要に対し環状線へ分散させ円
滑化を図り、交通渋滞を解消するための骨格となる路線である。また、本路線は中山道（国道１
７号）と呼ばれており、避難路に指定されている幹線線道路である。
当該区間は、明治通りから順次事業化してきているⅢ期区間465ｍであり、現況道路幅員23mを

40mへ拡幅整備するとともに、JR山手線巣鴨駅に近傍であることから、高岩寺(とげぬき地蔵の地
蔵通り商店街があり、非常に歩行者の多いため、車道拡幅整備による渋滞解消に合せ、歩行者空
間を確保し、歩行者の安全性・利便性の向上を図る。

用 地 費 工 事 費 合 計

全 体 事 業 費 ６，９１７百万円 ７１１百万円 ７，６２８百万円

執 行 済 額 ５，１２８百万円 ４百万円 ５，１３２百万円
（執行率） （ ７４％） （ １％） （ ６７％）

平成 年度末

用 地 取 得 率 取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

平成16年3月現在 ４，９７３ ３，９５３ ７９％㎡ ㎡

現　　況

２３．０ｍ

15.4m 3.83.8

計　　画

４０．０ｍ

6.5 12.25 12.2

5
6.52.5

断面図

Ⅰ期区間

L=400m

Ⅱ期区間

L=485m

Ⅲ期区間

L=465m

事業再評価対象箇所
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事業再評価チェックリスト（２／６）番号：都-建-街-３道路・街路

事業名称 東京都市計画道路環状第８号線整備事業

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率：用地は７９％取得している。工事については、用地取得状況により、事業箇所周辺に埋蔵文化財
包蔵地の巣鴨遺跡、染井遺跡に該当しており、豊島区教育委員会と都教育庁による事前試掘調査
を実施し、本調査措置についての回答後に発掘本調査を行うため試掘調査を実施中である。

○残事業：用地は、高岩寺(とげぬき地蔵)の一部の用地や巣鴨地蔵通商店街の入口部の取得が難航してい
る。工事は、従前から事業化しているⅠ期400m区間を平成16年に完了し、引続き遺跡調査完了
後、Ⅱ期485m区間の工事に本格着手し排水管、電線共同溝等の工事進め、その後用地取得状況及
び遺跡調査の進捗状況によりⅢ期区間の工事を行って行く予定である。

○その他：首都高中央環状王子線の完成に合わせⅠ期区間は平成１６年度に完成。

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因
平成１１年度より用地買収に入ったが、地権者が代替用地等を要望や豊島市場及び高岩寺(一部境内の
施設)の移転等したため用地買収に時間を要しているため。また、工事にあたり、埋蔵文化財包蔵地に
伴う遺跡調査における発掘調査関係に合せて時間要している。

○地元の理解・協力の状況
まちづくり協議会：当地域は、中山道の街道筋にある高岩寺(とげぬき地蔵)、江戸六地蔵がある眞性寺

からなる地元住民自治会や巣鴨地蔵通商店街協議会から歩行者の安全な空間の確保
等の要望がだされている。

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。１．社会経済情勢の変化（有・無）

○現況自動車交通量
（交通センサス測定場所：①文京区白山5丁目28：②豊島区巣鴨3丁目36：③板橋区板橋2丁目42)[単位：台]
○１２時間交通量 ①ポイント ②ポイント ③ポイント
平成９年度 （平日） ９，９９３ ２６，６５２ ２６，２７４

（休日） ７，９４１ ２３，２８２ ２３，３０７
平成１１年度 （平日） ９，７２２ ２７，２８１ ２７，３２３

（休日） ７，９８０ ２０，５９４ ２２，１３６
○大型車混入率
平成９年度 （平日） １３％ １７％ １６％

（休日） ６％ ５％ ５％
平成１１年度 （平日） １３％ １７％ １６％

（休日） ６％ ５％ ４％

環

８

山

手

通

り

環

５

の

１

明

治

通

り

Ｊ

Ｒ

線

池

袋

板

橋

大塚

巣鴨 駒込

放

２

６

放

８

春

日

通

り

千

川

通

り

放

９

白

山

通

り

放

１

０

本

郷

通

り

王子

①センサスポイント

③センサスポイント

飛鳥山公園

小石川植物園

都電荒川線

明治通り

中山道

②センサスポイント

染井霊園

再評価対象箇所
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事業再評価チェックリスト（３／６）番号：都-建-街-３道路・街路

事業名称 東京都市計画道路環状第８号線整備事業

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。２．関連計画の変更（有・無）

(１)「区部における都市計画道路の第二次事業化計画」（平成３年度～平成１５年度）
本計画は、都市機能の確保、都市防災の強化、地域環境の保全、都市空間の確保の視点から、今後１０

年程の間に優先的に整備をすべき路線を選定している。
放射第９号線については、国道１７号線拡幅事業の区間として西巣鴨からのⅠ期からⅢ期にかけてをこ

の計画に位置づけ、優先的に整備を進めている。

(２)東京構想２０００（平成１２年１２月策定）
１．「各論：今後の取り組み ２．人・モノ、情報の流れを円滑化し、東京を利便性の高い都市とする」
●都市の骨格をなす道路ネットワークの整備やボトルネック箇所の解消を促進する。
道路ネットワークの形成により自動車交通を分散させ、著しい渋滞箇所を解消するため、骨格幹線道

路の重点整備的整備を進める。
２．「各論：今後の取組み ７．地域の危険度を減少させ、安全なまちを実現する」
●骨格防災軸を形成し、地震に強い都市構造を実現する
幹線道路の整備と沿道の不燃化を促進することにより、骨格防災軸を形成し、地震時の大規模な延焼

を防止するとともに、応急活動や災害復旧のための輸送ネットワークの確保を図ることとしている。
放射９号線は渋滞解消と防災軸や災害時の輸送ネットワークとして重要な路線であり、着実な整備が求
められている。

(３)豊島区の都市計画マスタープラン（平成１２年３月策定）
１．豊島区の都市像を実現化するため概ね15年の長期計画を策定したものである。
２．将来都市像：幹線道路の多くの人の移動や都市活動を担い災害に強い安全・安心な都市骨格となる。
３．道路網・交通体系整備方針、防災まちづくり方針では、放射９号線に伴う副都心へのアプローチの整

備を進める。
４．巣鴨・西巣鴨地区方針：中山道の街道沿いの寺院等の街並み形成を保ちながら地域の防災性向上さ

せ、首都高王子線の整備にあわせ巣鴨駅周辺の中高層市街地の形成。

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。３．周辺施設の整備状況の変化（有・無）

・ 放射９号線の整備に伴い、高岩寺(とげぬき地蔵)の参拝客等のにぎわいにより、沿道開発により商店や
中層住宅の民間開発が進んでいる。

「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。４．関連する他事業等の進捗状況の変化（有・無）

・JR巣鴨駅及び都営地下鉄三田線巣鴨駅周辺の土地区画整理事業が巣鴨一丁目から三丁目で実施され、商業
業務や文化、住宅など多様な機能が共存する利便性が向上され土地の高度利用が図られる。

・朝日小学校跡地利用や大学に隣接し新中学校の開校、巣鴨駅前自転車駐輪場の開設等、放射９号線に接す
る箇所において、それぞれ公共開発が進行中である。

・再評価対象箇所の沿線では、用地取得に伴う再建を利用した民間開発として、集合住宅の開発が促進して
いる。
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事業再評価チェックリスト（４／６）番号：都-建-街-３道路・街路

事業名称 東京都市計画道路環状第８号線整備事業

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

本路線は、千代田区大手町一丁目から板橋区舟渡三丁目に至る、計画延長L=１４．９ｋｍの放射線路線で
あり、放射方向の周辺都市から都心部へ集中する交通需要に対し環状線へ分散させ円滑化を図り、交通渋滞
を解消するための骨格となる路線である。また、本路線は中山道（国道１７号）と呼ばれており、避難路に
指定されている幹線線道路である。

当該区間は、明治通りから順次事業化してきているⅢ期区間465ｍであり、JR山手線巣鴨駅に近傍である
とともに、高岩寺(とげぬき地蔵の地蔵通り商店街があり、非常に歩行者の多いため、車道拡幅整備による
渋滞解消に合せ、歩行者空間を確保し、歩行者の安全性・利便性の向上を図る。

工事は、従前から事業化しているⅠ期400m区間を平成16年に完了し、引続き遺跡調査完了
後、Ⅱ期485m区間の工事に本格着手し排水管、電線共同溝等の工事進め、その後用地取得状況及
び遺跡調査の進捗状況によりⅢ期区間の工事を行って行く予定である。

Ⅲ期区間

L=465m

事業再評価対象箇所

Ⅰ期区間

L=400m
Ⅱ期区間

L=485m
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事業再評価チェックリスト（５／６）番号：都-建-街-３道路・街路

事業名称 東京都市計画道路環状第８号線整備事業

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む）
１ 交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、３ 土地利用の転換・高度化、４ 都市景観の向上、
５ バスの定時性、６ 交通事故の減少、７ 緊急車両の走行、８ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、
10 商業・産業の活性化、11 バリアフリー化、12 公共施設へのアクセス向上、13 迂回交通の減少、
14 自転車や歩行者のための空間確保、15 災害時の避難路の確保、16 消防活動困難地域の解消、
17 その他（ ）

（主な内容）
巣鴨三丁目から西巣鴨五丁目間の整備することで、従前幅員23mの4車線と歩道3.8mの現況道路を幅員40m

の6車線と歩道6.5mで拡幅整備し、通過交通を円滑にするとともに、生活道路への進入防止し、また、歩道
を電線共同溝を含めて整備することで、生活に必要な道路と参拝客等の歩行者空間の安全確保の効果があ
る。新しい街並みの形成、通風、採光、人々のふれあいの場の提供などで地域が活性化する効果がある。避
難路の確保など地域の防災性も向上する。道路緑化により地域の環境に配慮している。

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝ ９．３ （当初Ｂ／Ｃ＝ ）

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額） ○費用（Ｃ）の算定（項目と金額）
時間便益 ４９．７２億円／年
走行便益 ０．９４億円／年 現在価値化後総投資額（平成15年度基準）
交通事故減少益 ０．００億円／年 事 業 費 ８１．６３億円

維持管理費 ３．６５億円
現在価値化後総便益額 総 額 ８５．２８億円

７９６．１４億円
（平成16年度基準）

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 用地買収も７割完了し、順次遺跡調査を行いながら工事も排水管から進
（事業は順調に進ん Ａ めている。
でいるか） 高岩寺の境内一部未買収については、交渉を重ねている状況である。

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。
評 Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。
価

事業を取り巻く状況 不況の長期化による東京の危機的状況に対して、放射線の整備は東京の
と の変化 都心部への交通流入に伴う渋滞解消に不可欠な事業に位置づけられてい

（採択時の事業の必 Ａ る。
理 要性は変化している 平成１６年３月首都高王子線の完成によりⅠ期区間の交通の円滑化によ

か） り更に必要性は高まった。
由

Ａ：事業の必要性が高まった。
Ｂ：事業の必要性は変化していない。
Ｃ：事業の必要性が低下した。
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事業再評価チェックリスト（６／６ ）番号：都-建-街-３道路・街路

事業の名称 東京都市計画道路環状第８号線整備事業

事業の効果 本区間の完成により、巣鴨駅から明治通りまでが幅員40mで結ばれ、交通
評 （事業の目的に対し Ａ 渋滞や通過交通の解消が実現する。また、沿道地域にとっては、安全で快
価 て十分な効果を発揮 適な歩行空間の形成が促進され生活道路への進入防止が図られる。
と することができる
理 か） Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。
由 Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

隣接区間のⅠ期は完成しており明治通りへの車のアクセスが円滑化するとともに、歩道空間が電
Ａ 線共同溝を含め大幅に拡大したことで、地元住民の通行が更に安全になる効果がでている。

また、Ⅱ期の住民及び協議会の協力により順次工事を進めている。

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。
Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。
Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・無）

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性
この区間は、国道区間であることいから国交省との協議が十分なされており、コスト縮減について十分に

検討したうえで事業を進めている。

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性
これまでにコスト、工期についても、前提となる遺跡調査も含め最適な検討を行っており、事業手法、施

設規模等の見直しの可能性はない。

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

施工にあたっては、歩道をセミフラット形式としコスト縮減を図っている。

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)
継続すべきか否か（ 継続 ） 街路整備により、円滑な交通、安全で快適な歩行者・自転車空間の確保な

ど、事業の十分な効果が期待できることから事業を継続すべきである。
（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)
継続すべきか否か（ 継続 ）Ⅰ期区間の平成16年度に完成し、地域の効果が現れているとともに、対象箇所の
用地取得も７９％であり、順次遺跡調査も進めていることから、事業を継続するべきである。
（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)
見直しの必要の有無（ 無 ）施工にあたっては平成１２年度に策定された「東京都第二次建設コスト縮減に
関する行動計画」を踏まえ、平成１６年度からの新計画に基づき新材料・新工法の 活用などコスト縮減に向け
た取組を行うが、代替案は策定しない。

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

都における都市計画道路の整備率は５５％であり、依然として整備が大きく立ち遅れており、慢性的な交通
渋滞が都民生活に支障をきたしている。
都は放射・環状道路の整備に高い優先順位を付けている。放射9号線は、東京構想２０００においても、「骨

格幹線道路の重点的整備」のひとつとして位置づけられている。
本事業区間の整備は、Ｂ／Ｃの値も９．３と高く、都心への通過交通の削減や渋滞解消、それに伴う環境負荷

の軽減、避難路の確保による地域の防災性の向上および歩道整備による歩行者等の安全確保、が実現することと
なり、事業効果は非常に高い。
さらに、本事業を中止した場合には、上記の事業効果が当初の期待どおり発現できなくなり、これまでの投資

が十分に発揮できなくなる。
以上から、対応方針は事業者として「継続」とする。

継 続 ・ 中 止対応方針（案）
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道路・街路事業再評価チェックリスト（１／３）   番号： 街－４ 

事業の名称
東京都市計画道路 

幹線街路 環状第３号線（薬王寺） 
実施主体 東京都 評価該当要件 10年間継続 

事業所管部所 道路建設部 街路課

都市計画決定（当初） 昭和２１年 ３月 

都市計画変更（最新） ○○○○年○○月

事業認可年度（当初） 平成１４年度 

事業認可年度（最新） 平成２２年度

事業箇所 新宿区市谷薬王寺町～同区市谷柳町 評価対象区間延長 ４００ｍ

事業期間 平成１５年 １月～平成２６年 ３月

事業目的

 環状第３号線は、中央区勝どき二丁目の放射第３４号線（晴海通り）を起点とし、港区、新宿区、文

京区、台東区、墨田区を経由し、江東区辰巳二丁目に至る延長約２７kmの都市計画道路である。 

本事業は、新宿区市谷薬王寺町から、新宿区市谷柳町の放射第２５号線までの延長４００ｍの区間に

ついて、現道１１ｍから都市計画道路幅員２７ｍへ拡幅改良するものである。 

本区間の整備により、自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難路や延焼遮断帯として

の地域の防災性向上、歩道の拡幅と電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保などが図られ

る。 

用 地 費 工 事 費 合  計

全体事業費 １３,２５５百万円       １，４７２百万円 １４,７２７百万円

執行済額 

（執行率） 

平成２２年度末

     １２,２３０百万円 

        （９２％）

       ３３８百万円 

       （２３％）

１２,５６８百万円 

          （８５％）

用地取得率 

平成２３年３月現在

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ／Ａ）

６,９７０㎡ ６,３８３㎡ ９２％

事業の必要性等に関する視点 (Ⅰ)

事業の順調さ（事業は順調に進んでいるか）

１．事業の進捗状況

○進捗率  用地取得は約９割まで進んでおり、工事についても平成２２年度から着手している。 

○残事業  用地については残り約１割となっている。工事についても完成に向けてスケジュール通り進めている。

○その他   特になし 

２．一定期間を要した背景

○５年間未着工又は10年間継続等となった原因 

平成１４年度より用地取得を行なっているが、区分所有のマンションが多いことで時間を要した。また、全域

で埋蔵文化財調査が必要になりその調査に時間を要している。加えて、接道する区道との高低差が大きく対応方

針の検討と高低差補償の折衝に時間を要している。これらのため１０年間継続となった。 

○地元の理解・協力の状況 

  用地取得は順調に進んでおり、また、昨年度の工事は問題なく進められていることから、理解と協力は概ね得

られている。

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

１．社会経済情勢の変化（有・○無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

現況自動車交通量【 環３(新宿区左門町) 】（道路交通センサスによる平日12時間交通量） 

平成11年度：２１，７３０台 ○本路線の交通量は平成１１年度からほとんど変化しておらず、交通渋滞の緩和に資する

平成17年度：２０，７７９台  道路ネットワークの構築を進めるためにも、本路線の整備が必要である。

２．関連計画の変更（○有・無） 「有」の場合は変更の内容を、「無」の場合は計画における当該事業の位置づけを記載。

平成18年12月に策定した「10年後の東京」計画において、東京の負の遺産である渋滞解消のために、本路線を含

む区部環状道路の整備率を、10年間で95%とすることを目標としている。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（２／３）   番号： 街－４ 

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 環状第３号線（薬王寺町） 

事業を取り巻く状況の変化（採択時の事業の必要性は変化しているか）

３．周辺施設の整備状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

沿道では、大規模マンション等の建築が行われている。

４．関連する他事業等の進捗状況の変化（○有・無） 「有」の場合は変化の内容を、「無」の場合は現況を記載。

下水道幹線の新設や、都営地下鉄大江戸線「牛込柳町駅」出入口新設が計画されている。

５．評価対象区間以外の当該路線の整備状況

路線延長 約２６．７km 

・ 完成延長：約１３．２km、事業中区間延長：約３．１km、未着手区間：約１０．４km 

・ 薬王寺地区の他、曙橋地区、弁天町地区ほかで事業中 

事業の効果（事業の目的に対して十分な効果を発揮することができるか）

１．定性的効果

（該当番号を○で囲む） 

① 交通渋滞の解消、２ 物資流動円滑化への寄与、③ 土地利用の転換・高度化、④ 都市景観の向上、⑤ バ

スの定時性、⑥ 交通事故の減少、⑦ 緊急車両の走行、⑧ 延焼遮断、９ 交通不便地域の解消、⑩  商業・産

業の活性化、⑪  バリアフリー化、12  公共施設へのアクセス向上、13  迂回交通の減少、  ⑭  自転車や歩行者

のための空間確保、⑮  災害時の避難路の確保、16  消防活動困難地域の解消、17  その他（         ）

（主な内容） 

・ 本路線は、区部の骨格となる重要な幹線道路である 

・ 自動車交通の分散による交通渋滞の緩和、災害時の避難経路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道の

拡幅および電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保が図られる 

２．定量的効果

Ｂ／Ｃ＝１．７４                                  （当初Ｂ／Ｃ＝２．１７）

○便益（Ｂ）の算定（項目と金額）確認中 

時間便益      ２２９．７億円 

 走行便益       ３８．９億円 

 事故損失益       ９．７億円 

 現在価値化総便益額 ２７８．３億円 

（平成２３年度基準） 

○費用（Ｃ）の算定（項目と金額） 

現在価値化総費用額（平成２３年度基準） 

  事 業 費   １５７．９億円 

  維持管理費     ２．０億円 

  総   額   １５９．９億円 

評 

価 

と

理

由

評価の項目 評 価 当該評価を付した理由

事業の順調さ 

（事業は順調に進んで

いるか） 

Ａ 
用地については、９割が取得済であり、埋蔵文化財調査も順調に進んでいる。

工事についても、平成２２年度から本格着手している。 

Ａ：特に障害はなく、概ね順調に進んでいる。 

Ｂ：障害はあるが、解決の見込みがある。 

Ｃ：解決が非常に困難な障害がある。

事業を取り巻く状況 

の変化 

（採択時の事業の必要

性は変化しているか）

Ａ 
「10年後の東京」計画においても重要な路線に位置付けられ、事業の必要性が

高まっている。

Ａ：事業の必要性が高まった。 

Ｂ：事業の必要性は変化していない。 

Ｃ：事業の必要性が低下した。
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道路・街路事業再評価チェックリスト（３／３）   番号： 街－４ 

事業の名称 東京都市計画道路 幹線街路 環状第３号線（薬王寺町） 

評 

価 

と 

理 

由

事業の効果 

（事業の目的に対して

十分な効果を発揮する

ことができるか）

Ａ 

骨格幹線道路である本路線の整備により、自動車交通の分散による交通渋滞

の緩和、災害時の避難路や延焼遮断帯としての地域の防災性向上、歩道の拡

幅と電線類の地中化による安全で快適な歩行者空間の確保など、十分な効果

が発揮できる。

Ａ：事業の目的に対して、十分な効果が期待できる。  

Ｂ：事業の目的に対して、一定の効果が期待できる。  

Ｃ：事業の目的に対して、あまり効果が期待できない。

事業の進捗の見込みの視点 (Ⅱ)

評 価 当該評価を付した理由

Ａ 
用地については、９割が取得済であり、埋蔵文化財調査も順調に進んでいる。 

工事についても、平成２２年度から本格着手している。

Ａ：概ね順調な進捗（実施）が見込まれる。 

Ｂ：課題はあるが、努力により進捗（実施）が見込まれる。 

Ｃ：解決困難な障害の発生（継続）により、進捗（実施）が困難である。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点(Ⅲ)

コスト縮減や代替案立案等の可能性（有・○無） 「有」の場合はその内容を、「無」の場合は理由を下欄に記載。

○技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性 

一般的な街路築造工事であるため、施工にあたって新工法を採用する余地は極めて少ない。 

○事業手法、施設規模等の見直しの可能性 

用地は既に約９割を取得しており、工事についても一般的な街路築造工事であるため、今後、事業手法や施設規

模等を見直す余地は極めて少ない。 

その他、日々の事業執行におけるコスト縮減等の取組み

施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っている。 

評価の視点

（事業の必要性等に関する視点）(Ⅰ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

交通渋滞の緩和、地域の防災性向上、安全で快適な歩行者空間の確保など、十分な整備効果が発揮できることか

ら、事業を継続すべきである 

（事業の進捗の見込みの視点）(Ⅱ)

 継続すべきか否か（ 継続 ） 

用地、工事ともに、順調な進捗が見込まれることから、事業を継続すべきである 

（コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点）(Ⅲ)

 見直しの必要の有無（ 無 ） 

  建設発生土の再利用や再生材の使用などのコスト縮減は図るが、代替案は作成しない。 

総合評価（中止時の影響、事後措置を含む）

本路線は、区部の骨格となる重要な幹線道路であり、本区間の整備により、交通渋滞の緩和、地域の防災性向上、安

全で快適な歩行者空間の確保などの整備効果がある。 

中止の場合には、上記の整備効果を発現できないだけでなく、これまでの投資に見合った効果も得られなくなる。 

以上のことから、事業者として本事業は「継続」とする。 

対応方針（案） 継 続  ・ 中 止

50


